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１．相転移が社会現象で起こる

水は温度によって氷、水、水蒸気というように

固相、液相、気相に変化する。これを熱力学で

は一次相転移という。目で見てその変化がわか

る。ところが磁石の強さが温度で変わることは

調べないとわからない。これを二次相転移とい

う。この一次相転移が災害時の社会現象で発生

することを30年前に予見し1）、それが図１に示す

ように、1995年阪神・淡路大震災で実証された2）。

1923年関東大震災では犠牲者10万９千人の約90％

は火災で亡くなったので、都市震災では広域延焼

火災を防がなければならないと考えていた。とこ

ろが阪神・淡路大震災では直後の死者約５千人は

古い木造住宅の全壊・倒壊で亡くなった。火災で

は約５百人だった。都市震災で相転移が起こった

のである。2011年東日本大震災では、津波で約

１万５千人が亡くなった。住民の約30％がすぐに

避難しなかったことが大きい。地震後津波が真っ

先に来襲した岩手県沿岸でも、約30分の避難時間

があった。被害が大きいのは“想定外”の津波

だったからと言われているがそうではなく、大量

の住民が避難しないという相転移が発生したから

である。

２．気づかなかった相転移の発生

被害が未曽有でない場合は相転移に気づきにく

い。その例が地球温暖化の進行に伴う線状降水帯

による豪雨災害である。表１は、近年発生した線

状降水帯による豪雨災害をまとめたものである。

社会現象の「相転移」発生を防ぐのが防災対策の鍵

関西大学社会安全学部

特別任命教授　河　田　惠　昭

● 巻 頭 随 想

図１　都市の人口と人口密度が大きくなると災害など

がきっかけとなって犠牲者が激増することを示す図

ここに、R は都市と国の人口密度比でα1 R ＝１は人

口密度比が犠牲者数に関係しないことを示す ( 原図は

1991年作成し、図中 K は、阪神・淡路大震災時の神戸

市のデータをその後追加し、T と Y は、1923年関東大

震災時の東京市と横浜市、M は1985年のメキシコ地震

時のメキシコ・シティのデータである）。

表１　近年に発生した線状降水帯による豪雨災害例

・平成24年（2012年）7月九州北部豪雨 死者 30人
・平成25年（2013年）8月秋田・岩手豪雨 死者 8人
・平成26年（2014年）8月広島土砂災害 死者 77人
・平成27年（2015年）9月関東・東北豪雨 死者 14人
・平成29年（2017年）7月九州北部豪雨 死者 42人
・平成30年（2018年）7月西日本豪雨 死者 245人
・令和 元年（2019年）8月九州北部豪雨 死者 4人
・令和  2年（2020年）令和2年7月豪雨 死者 85人

消防防災の科学
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そして、国土交通省が毎年公刊している河川ハン

ドブックに掲載されていた図２を見ると1996年頃

から１ha 当たりの被害額が激増していることが

わかる。しかし、経年的には総浸水面積や宅地・

その他浸水面積は増えていない。これは浸水深が

深くなって被害額が激増していることを示してい

る。破堤氾濫から越流氾濫に移行し、相転移が起

こっているのである2)。この図がなければ気づか

なかったに違いない。この事実は首都圏の荒川で

進めている高規格堤防（スーパー堤防）による治

水対策は万全ではないことになる。なぜなら切れ

ない堤防づくりであるために、線状降水帯の豪雨

のように、これまでの最大雨量の２倍も降るよう

になると越流氾濫が起こり、破堤氾濫に比べて被

害が大きくなる危険性があるからだ。しかも、広

域豪雨の場合、外水氾濫よりも内水氾濫が先行し

て激甚化することも起こり得る。たとえば、2019

年の佐賀豪雨による鉄工所の貯油槽の流出事故や

東日本台風によって144市区町村で発生した被害

である。これらの事実は、過去の災害発生事例に

基づく対策だけでは被害を少なくすることができ

ないことを表している。

３．相転移が二つ重なった COVID-19

COVID-19は現在も世界で猛威を振るっている。

なぜこのように長期化しているのだろう。その原

因の一つが、２つの相転移が発生しているからで

ある。１つは大都市の多さである。ペストが猛威

を振るった中世には百万人都市はなかった。とこ

ろが現在、世界中におよそ380あり、総人口も78

億人と急増している。１次相転移としての感染の

急拡大はそれぞれの大都市域で容易に起こる。そ

して、図３に示すように1980年代から network と

いう英単語の使用頻度の急増が続いている。これ

は社会経済活動で加速するネットワーク化である。

これを可能にしたのは Web2.0というコンピュー

タ・ソフトの開発である。これによって情報が水

平方向に瞬時に拡散して、垂直統合型（ヒエラル

キー）を席巻するという２次相転移が起こった。

これら二つの相転移が重なったので、パンデミッ

クが長期化かつ深刻化した。そして、ワクチンの

開発が遅れ、かつ変異型まで発生して、抜本的な

対策が困難な状態が続いている。

４．必要な災害文化へのパラダイムシフト

COVID-19がパンデミックになる過程で、わが

国の感染率が非常に低いことが明らかになってき

た。検査数が少ないとか根拠のない諸説が飛び

交った。そこで、７月下旬の感染率（人口百万人

当たりの感染者数）を調べてみた。図４はその結

果である。横軸の単位は、国民一人当たりの名

図２　1996年頃から１ha 当たりの被害額が激増してい

ることを示す図

（原図は国土交通省の河川ハンドブックから引用し、

矢印の相転移は筆者が挿入）

1985                     1995                      2005年

⼀般資産⽔害密度
（1ha当たりの被害額）

⼀般資産⽔害被害額
20

10

5000

3000

1000

万円

万ha

総浸⽔⾯積 宅地・その他浸⽔⾯積

相
転
移

相転移の発生

年

ネットワーク
（network）

階層制（ hierarchy) 

From 「The Square and The Tower」 Niall Ferguson, 2018

図３　英語の出版物に使用された「ネットワーク

(network)」と「階層制 (hierarchy)」という単語の

出現頻度（グーグルの Ngram Viewer による検出）

の経年変化

№144 2021（春季）
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目 GDP（2018年）であり、左図 (a) は27位から50

位、右図 (b) は上位25カ国である。わが国は26位

であった。(a) から、GDP がわが国より少なくな

ると感染率が増加し、(b) から、GDP がわが国よ

り多い国ほど感染率が大きくなることが見出され

た。その理由は、前者では医療水準や救急・救命

体制などに代表される災害文明が低下することが

指摘できる。一方、後者では経済的に豊かになる

ことが災害文化の豊かさにつながっていない。こ

こに、「文化」とは、生活習慣やその背後にある

価値観や物事の理解の仕方などを含めたものであ

る3）。これらの指摘から、経済的に豊かになるこ

とが豊かな社会になる必要十分条件ではないこと

を理解したい。図５は、両者の特徴を示したもの

であるが、災害文化による自助、共助を中心とし

た物事への対処が今や必要になっていることがわ

かる4,5)。そうすると、図６のようなパラダイムシ

フトが起こらなければ駄目である。明治から始

まったわが国の近代化では、一貫して自然科学と

工学によって災害文明を進めてきた。これが不十

分なことを COVID-19は教えてくれたとも言える。

５．国難災害対策への応用

首都直下地震や南海トラフ巨大地震の発生が

ひっ迫している現在、多くの国民はまるで他人事

である。それは政府・自治体もそうである。しか

も、対策には膨大な財源と時間が必要で、実現す

るのは不可能と言っても過言ではない。では、ど

うすればよいのか。本稿で紹介した研究成果を適

用すれば、相転移を起こさない対策の推進である。

(a)27位から50位の国 (b)上位25カ国

国⺠1⼈当たりの名⽬GDP （単位：万ドル）

⼈
⼝
百
万
⼈
当
た
り
の
感
染
者
数

図４　国民１人当たりの名目 GDP が（a）27から50位までと（b）上位25カ国

の感染率の変化を示し、日本は26位（2018年）

災害文明

• 〜しなければならない。
• 〜そうなるべきだ。
• 正解がある。不確実性は
ない。

• 科学は答えを教える。
• 科学の成果と政治を連動
させる。

• Best solution（最善の解）

災害文化

• 〜したほうがよい。
• 〜そうなるほうがよい。
• 正解でないかもしれない。
不確実性がある。

• 科学だけでは答え難い。
• 科学と政治には境界があ
る。

• Best effort（最善の努⼒）

図５　災害文明と災害文化の特徴

図６　災害文明から災害文化へのパラダイムシフト

消防防災の科学
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たとえば、首都直下地震が起こり長期停電すれば、

病院、運輸、食料、燃料、通信などの被害が原因

となって新たな複合災害や連続滝状災害（略称：

連滝災害）を起こすことがわかっている。南海ト

ラフ巨大地震であれば、地震後の迅速な避難がで

きないことが相転移になる。西日本太平洋沿岸部

での強くて１分以上長く続く地震の揺れによって、

家具類が散乱した住宅からすぐに脱出して、安全

な場所に避難できる方法の確保だ。とくに地方で

は、高齢で避難行動要支援者が激増していること

に注意が必要だ。避難が不可能だと死者は100万

人を超えることは間違いない。災害文明に属する

対策は、財源と時間が必要で実現不可能に近い。

災害文化としては、自助と共助で何をできるかを

考えてまず実行することである。たとえば、食料

と水の備蓄を増やす、安否確認の方法を話し合う、

家に閉じ込められない家具の配置などはすぐに思

い浮かべて実行できる。それを実現する努力がま

ず必要だ。
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１．はじめに

平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖

地震（東日本大震災）から、10年が経過しました。

死者・行方不明者22,303人（令和３年３月１日現

在、消防庁調べ）、避難者最大約47万人を記録し

たこの未曾有の災害では、今なお、全国47都道府

県に約４万１千人が避難しており（令和３年２月

８日現在、復興庁調べ）、また、令和３年２月13

日に発生した福島県沖を震源とする最大震度６強

の地震をはじめとする余震が発生するなど、現在

に至るまでその影響が続いています。

災害対策法制の見直しについては、平成23年９

月に内閣府に設置された「災害対策法制のあり方

に関する研究会」において、東日本大震災におけ

る応急対応等を通じて得た教訓を踏まえた議論が

行われ、論点が整理されました。その後、平成23

年10月に、震災における政府対応を検証し、様々

なテーマについて検討を行うため、中央防災会議

の下に設置された「防災対策推進検討会議」にお

いて、同研究会の論点整理を基に、更なる議論が

行われました。

本稿では、上記議論を受けた、災害対策基本法

（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）の

二度にわたる改正の主な内容について説明いたし

ます。

２．平成24年改正

「防災対策推進検討会議」が平成24年３月にと

りまとめた中間報告を受け、法制上の課題のうち、

大規模広域な災害への対応及び地域防災力の向上

に関し緊急を要する事項について、改正が行われ

ました。

⑴　大規模広域な災害に対する即応力の強化

のための地方公共団体間の応援業務等に関

する調整

（法第67条、第68条、第72条、第74条、第74条

の２等）

東日本大震災の際は、地方公共団体間の災害応

急対策に係る人的な応援に関して、一部を除き国

が調整を行う法制度がなかったことから、総務省、

全国知事会、全国市長会、全国町村会等が協力し

て臨時に構築したスキームに基づき、地方公共団

体間の応援の調整等が行われました。

特　集 東日本大震災から10年

□東日本大震災を契機とする災害対策基本法の改正

　消防庁国民保護・防災部防災課

緊急消防援助隊の救助活動の状況

（平成23年３月15日10時51分撮影）

（大阪市消防局提供）

消防防災の科学
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このような教訓及び課題を踏まえ、被災した地

方公共団体への人的支援を強化するため、災害応

急対策業務に係る地方公共団体間の応援規定につ

いて、都道府県による調整規定を拡充し、国によ

る調整規定が新設されました。

また、消防、水防、救助等の人命に関わるよう

な緊急性の極めて高い応急措置に限定されていた

応援の要求又は要請の対象業務を、避難所運営支

援、巡回健康相談、施設の修繕のような災害応急

対策一般に拡大し、このうち、法第68条に基づく

市町村から都道府県への応援の要求又は要請につ

いては、応急措置以外の災害応急対策についても

都道府県知事等に応諾義務が課されることとされ

ました。

⑵　大規模広域な災害に対する被災者対応の

改善のための広域一時滞在に関する調整

（法第86条の８等）

東日本大震災では、発災後に市町村の区域を越

えた被災住民の移動及びその受入れが必要となり

ましたが、そのような事態を想定した備えが十分

ではなかったため、受入れ側の地方公共団体によ

る被災者の受入れ支援の実施までに時間を要しま

した。また、必ずしも市町村単位での広域的な避

難が計画的に実施されず、被災市町村が被災者の

行先を十分把握できなかったことが課題として挙

げられました。

このような教訓及び課題を踏まえ、市町村・都

道府県の区域を越える広域での被災住民の受入れ

が円滑に行われるよう、地方公共団体間の被災住

民の受入れ手続、都道府県・国による調整手続等

に関する規定が新設されました。

⑶　地域防災力の向上のための教訓伝承の新

設・防災教育強化等による防災意識の向上

（法第７条、第46条、第47条の２等）

災害時には、住民自らが主体的に判断し、行動

することが必要であることから、住民の防災意識

の向上を図るため、住民の責務として災害教訓を

伝承することを明記するとともに、国・地方公共

団体のほか、防災上重要な施設の管理者も含めた

災害予防責任者が、各防災機関の職員等を対象に

防災教育を実施することが努力義務化されました。

３．平成25年改正

平成24年改正の附則及び附帯決議により、防災

上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いのあ

り方、災害からの復興の枠組み等、引き続き検討

すべきとされた法制上の課題について、「防災対

策推進検討会議」が平成24年７月にとりまとめた

最終報告を踏まえた改正が行われました。

⑴　平素からの防災への取組の強化

①　基本理念の明確化（法第２条の２）

法は災害対策の一般法であるものの、平成25年

改正以前には、災害対策の基本理念が定められて

いませんでした。しかし、我が国では今後、南海

トラフ巨大地震や首都直下地震等の発生が懸念さ

れており、これらの大規模広域災害への対策の充

実・強化が喫緊の課題となっております。そこ

で、災害対策に関する基本的な考え方を広く共有

し、関係者が一体となって災害対策に取り組む体

制を整えるため、災害対策の基本的な考え方を

「減災」とすることや、「自助」「共助」「公助」に

よる防災活動を促進するべきこと等の基本理念が

明記されました。

②　市町村の責務の拡大（法第５条）

基本理念に新たに盛り込まれた「共助」の取組

を推進する観点から、住民に最も近い基礎自治体

である市町村が、市町村の地区内の住民や自主防

災組織等が行う自発的な防災活動を一層促進する

責務を有することが明らかにされました。
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③　地区防災計画の策定

（法第42条及び第42条の２）

「自助」「共助」による自発的な防災活動を促進

し、ボトムアップ型で地域における防災力を高め

るため、市町村の一定の地区内の居住者及び事業

者は、当該地区における防災活動に関する計画

（地区防災計画）を市町村地域防災計画に定める

ことを市町村防災会議に提案することができるこ

ととし、提案を受けた市町村防災会議は、必要に

応じ、市町村地域防災計画に当該地区防災計画の

内容について定めなければならないこととされま

した。

令和元年４月１日現在、全国827地区において

地区防災計画が地域防災計画に定められており、

また3,028地区で地区防災計画の策定に向けた活

動が行われています（内閣府調べ）。

⑵　住民等の円滑かつ安全な避難の確保

①　指定緊急避難場所及び指定避難所の指定

（法第49条の４から第49条の８等）

平成25年改正以前は、切迫した災害の危険から

逃れるための避難場所と、避難生活を送るための

避難所が必ずしも明確に区別されておらず、東日

本大震災では避難所で津波の被害に遭った事例も

見られるなど、被害拡大の一因となりました。

このため、災害時における緊急の避難場所と、

一定期間滞在して避難生活をする学校、公民館等

の避難所とを区別する改正が行われました。避難

場所については、市町村長は、防災施設の整備の

状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し

て、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全

性等の一定の基準を満たす施設又は場所を、「指

定緊急避難場所」としてあらかじめ指定するとと

もに、その内容を住民に周知しなければならない

こととされました。

また、市町村長は、災害の発生時における被災

者の滞在先となるべき適切な施設の円滑な確保を

図るため、想定される災害の状況、人口の状況等

を勘案して、一定の基準を満たす施設を、指定避

難所としてあらかじめ指定しなければならないこ

ととされました。

②　避難行動要支援者名簿の作成

（法第49条の10等）

東日本大震災以前においても、各市町村におけ

る災害時要援護者名簿の作成等は促進されていま

したが、個人情報保護の制約等から、必ずしも十

分に進んでいない状況にあり、震災では、多くの

高齢者、障害者等の命が失われました（図１）。

このため、改正により、市町村長は、当該市町

村に居住する要配慮者（高齢者、障害者、乳幼

児その他の特に配慮を要する者をいう。）のうち、

災害発生時に自ら避難することが困難な者であっ

て、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特

に支援を要するもの（避難行動要支援者）に対し、

避難支援等を実施する基礎とするため、避難行動

要支援者名簿を作成しなければならないこととさ

れました。市町村長は当該名簿の作成に必要な範

囲で、要配慮者に関する個人情報を内部で利用で

きることとされたほか、平常時と災害時のそれぞ

0～9歳
3.00%

10～19歳
2.71% 20～29歳

3.31%

30～39歳
5.49%

40～49歳
7.22%

50～59歳
12.27%

60～69歳
19.23%

70～79歳
24.67%

80歳以上
22.10%

図１　東日本大震災による死亡者の年齢別の分布

（出典）警察庁　東北地方太平洋沖地震による死者の

死因等及び身元確認状況について（平成24年９

月）

なお、平成24年９月時点の東北地方太平洋沖

地震による死者数は18,131人（消防庁調べ）。

消防防災の科学
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れについて、消防機関、民生委員、自主防災組織

等の避難支援等関係者に名簿記載の情報を提供す

る制度が設けられました。

この避難行動要支援者名簿については、令和２

年10月１日現在、調査対象1,741市区町村のうち

99.2％（1,727市町村）が作成済となっています

（消防庁調べ）。

③　避難指示等の具体性と迅速性の確保

（法第60条から第61条の３）

災害の性質や発災時の状況によっては、屋外を

移動して立ち退くことによりかえって人の生命又

は身体に危険が及ぶおそれがある場合があること

から、平成25年改正により、市町村長は居住者等

に対し、法第60条第１項の「避難のための立退

き」に加え、同条第３項に基づき、屋内での待避

その他の屋内における避難のための安全確保に関

する措置についても指示できることとされました。

また、避難指示等の発令に当たっては、専門

的・技術的な知見が必要となるケースがしばしば

あることから、市町村長から指定行政機関の長若

しくは指定地方行政機関の長（地方気象台長等）

又は都道府県知事に対し、当該避難指示等に関す

る事項について、必要な助言を求めることができ

ることとし、助言を求められた指定行政機関の長

等には応答義務が課されることとなりました。

⑶　被災者保護対策の改善

①　罹災証明書の交付（法第90条の２）

東日本大震災においては、罹災証明書の発行の

前提となる住家被害調査の実施体制が十分でない

市町村があったことから、罹災証明書の交付に時

間を要し、結果として被災者支援の実施に遅れが

生じた事例もみられました。

そのため、災害発生後に、個々の被災者がその

被害の程度等に応じた適切な支援が迅速に受けら

れるよう、罹災証明書の交付を法的に位置付け、

遅滞なく被災者に対して罹災証明書を交付するこ

とを、市町村長に義務付けるとともに、平常時よ

り、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の

確保に努めなければならないこととされました。

②　被災者台帳の作成

（法第90条の３及び第90条の４）

災害発生時に、個々の被災者の置かれた状況に

応じた総合的かつ効果的な支援の実施を図るため、

市町村長は、被災者の被害の程度や支援の実施記

録等を一元的に整理した被災者台帳を作成するこ

とができるものとされ、この場合において、市町

村長は、当該台帳作成に必要な範囲で、被災者に

関する個人情報を利用できることとされました。

６．おわりに

東日本大震災の発災後も、災害が相次いで発生

しており、近年では、平成30年の北海道胆振東部

地震や同年７月豪雨、令和元年東日本台風（台風

第19号）や令和２年７月豪雨など、災害の激甚

化・頻発化が進んでいます。

近年の災害対応の検証を踏まえ、災害時におけ

る円滑かつ迅速な避難の確保や、国の災害応急対

応体制の強化等を図るため、第204回国会に「災

害対策基本法等の一部を改正する法律案」が提出

令和２年７月豪雨における

熊本県球磨村の被害の状況

（人吉下球磨消防組合消防本部提供）
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されています。同法案には、現行法の避難勧告・

指示の「避難指示」への一本化や「緊急安全確

保」措置の創設、高齢者等の避難行動要支援者に

関する「個別避難計画」の作成や広域避難に関す

る規定の創設、また、災害発生のおそれ段階から

の国の災害対策本部の設置を可能とする規定等が

盛り込まれています。

消防庁においても、東日本大震災をはじめとす

る近年の災害の教訓を踏まえ、引き続き関係省庁

と連携しながら、国・地方公共団体の消防防災体

制のより一層の強化に取り組んでまいります。

消防防災の科学
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１．はじめに

先日（令和３年３月11日）で東日本大震災から

10年を迎えた。東北地方太平洋沖で発生した地震

（2011年３月11日午後２時46分頃）は気象庁によ

り平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震と命

名され、その震災名は東日本大震災となった。我

が国の観測史上最大の巨大地震であり、その直後

に沖合で発生した津波も広域に伝播し沿岸域を含

めて多大な被害を出した。広域での複合型災害で

あり、強震の後、津波、液状化、地滑り、火災に

加えて原発事故も含めて多様な被害が連鎖して発

生し、人類で経験のない被害となった。

今世紀に入り、国内外で自然災害が発生し多く

の影響や甚大な被害を与えている状況が続いてい

る。2004年インド洋大津波、2005年カトリーナ大

型ハリケーン災害、2011年東日本大震災、2019年

台風19号など風水害も立て続けに発生している。

特徴として、広域（グローバル）で複合的な被災

な像が挙げられる。さらに、新型コロナウイルス

禍はリーマン・ショックをよりも大きなダメージ

を世界経済に与えることが予想される中、経済に

加えてコミュニティーに深刻な被害を出している。

たとえコロナ禍が収束しても、異常気象による風

水害や巨大地震・津波が起きる可能性は高いとさ

れており、今起きている災禍や景気低迷を一過性

のものと捉えず、今後何度も起こり続けることを

前提に、持続的発展の仕組みを模索しなければな

らない。

本文は大震災発生から10年で分かったこと、そ

の上で今後、我が国で必要な防災のあり方を紹介

し、関係の皆さまと防災と減災の活動を推進して

いきたい。

２．複合広域災害としての姿

東日本大震災においては、強震動の後、液状化、

地滑り、さらに、津波の浸水・冠水が発生し、沿

岸構造物、防潮林、家屋・建物、インフラへの破

壊、浸食・堆積による地形変化が生じていた。さ

らに、破壊し移動された瓦礫、沖合での養殖筏、

船舶などの漂流、さらには、可燃物の流出と火災

も加わり、写真−１に示されるように沿岸地域お

よび道路・鉄道（車両も含む）など交通網への被

害、原子力・火力発電所など施設への影響など、

現在想定される複合的な津波被害のほとんどのパ

特　集 東日本大震災から10年

□東日本大震災の教訓と今後の津波防災

－ BOSAI 文化を伝承していく

東北大学災害科学国際研究所

教授　今　村　文　彦

写真-１　気仙沼市での津波火災の事例（著者撮影）
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ターンが発生したと考えられる。

特に、重要であると考えているのが、強震の

後、建物耐力が低下する、または液状化などによ

り基礎の支持力が低下するなど中、津波来襲（浸

水、流れ、波力）による沿岸構造物や建物などの

被害メカニズムになる。さらに、津波の流れと伴

に、船舶、車両、タンクな、破壊された建物や構

造物の一部などが漂流していったことによる被害

の拡大プロセスがある。さらに、瓦礫や可燃物な

どと関係し火災が大規模化し、加えて平野部で浸

水・冠水が続き、長期的な影響を受けていた。 

その結果、同じような地形であり津波の浸水域

内でも、建物や社会基盤に対する被害程度は異

なっていた。無論、浸水深（または流体力）を超

えると被害が増加する傾向はあった。国交省住宅

局などの調査によれば、浸水深２ｍ前後で被災率

が大きく変化する。この結果は、今後、地域の住

宅や様々な建物・社会インフラの被害予測や被災

後の再建するときに、考慮しなければならない指

標である。さらに、複合的災害として全体を捉え

て行かなければ、今後の予測、評価、対策に活か

せないと考える（今井ら、2014）。

３．津波火災

過去の津波災害でも報告されていたが、今回、

地震に加えて津波による火災が顕著であった。ま

ず強震動により東北・関東地方で深刻な市街地や

工業地帯で火災が多数発生していた。一般に、わ

が国で大規模な地震が発生した直後は、多数の火

災が同時多発的に発生する傾向にある。これは関

東大震災や阪神・淡路大震災など都市部において

その典型例をみることができるが、今回の震災に

おける大規模火災は市街地のみならず沿岸地域

およびコンビナート施設周辺においても顕著で

あった。写真−２に示される気仙沼市鹿折地区で

は約11.4ha が延焼しており、阪神・淡路大震災

時における最大の延焼領域（水笠西公園地区、約

9.7ha）を超えた広大な延焼範囲となった。また

市街地以外にも津波被災エリアから林野火災に延

焼拡大したものが多々あり、地震後の火災の総延

焼面積は、東日本大震災が卓越している（廣井、

2012）。このことは、地震（強震動）だけでなく

津波の浸水・冠水等により火災が発生した状況が

あった。所謂、津波火災であり、新たな災害とし

て注目された。

出火要因については、廣井ら（2012）による現

地調査と消防・消防団・住民によるヒアリングの

結果、出火の原因は主に以下のように推定され

た。 

１．破壊された家屋によるもの 

２．可燃物（プロパンガスボンベ等）によるもの 

３．自動車（バッテリー等）によるもの 

これに加えて、電流の流れている電線や工業地

帯のプラントからも出火している。

１．の事例としては、地震直後何らかの原因で

家屋から火災が発生し、津波によって山際に流さ

れたとの証言があり、地震直後あるいはその後に

家屋から出火しまたは延焼し、それが津波によっ

て火のついたまま移動した事実があったことが

報告されている（廣井、2012）。さらに、バッテ

リーや化学薬品などは津波との化学的な反応の中

で出火したり、漁港内の海底にたまっていたメタ

ンガスが津波の来襲と共に涌きだし、漁船付近で

写真-２　沿岸での被災状況（多くの漂流物が沿岸住

宅地に）、仙台市（著者撮影）

消防防災の科学



－15－

発火した報告などがある。

さらに、延焼（拡大）要因として、ガスボンベ

等から噴出した可燃性ガス、屋外タンクから流出

したオイルなど、瓦礫など、建築物、船舶、自動

車、山林などが挙げられる。可燃性ガスについて

は既に前項で記述済である。津波火災の原因は

様々に至る所にあるので、すべての発生を防止す

ることは大変に困難であると考えるが、拡大を防

止することは重要であり、東日本大震災での実態

によりその現象を理解し検討をしていかなければ

ならない（今津ら、2014）。

４．安全で安心なまちづくりのために　

－レベル１と２の導入

地震や津波などの（1）発生間隔・頻度および規

模や（2）影響（被害）を考慮し、地域、集落ごと

の個別の（3）生活条件・地形条件などから、安全

レベルを設定し、減災への対策の（4）効果および

費用を評価して、地域での防災・減災レベルを合

意形成する必要がある。（1）-（4）における個々の

合理的な評価を下に、住民および行政の間で目標

（レベル）を作り上げて行くかが、地域安全の確

保のための第一歩である。

中規模以下の通常（高頻度）の災害に対しては、

ハード対策で対応することが有効であり原則とな

る。この場合、社会基盤整備は新設のみでなく、

既存の施設の有効活用や強度向上の視点も大切で

ある。一方、巨大災害に対しては、先ず人命被害

を最小とすることが災害対策上求められる。その

ためには、社会基盤施設のみでなく、ソフト対策

との適切な組み合わせによってカバーする必要が

ある。つまり、大規模な被災を前提とするもの

の、影響の分散化（多重防御）、人命被害の最小

化、復旧・復興の迅速性、などを考慮した施設の

整備・管理が求められる。

そこで、津波防災に関する２つのレベルが提案

された。発生間隔・頻度および規模を考慮して、

外力レベルを想定する事が重要である。すべての

人命を守ることが前提とし、主に海岸保全施設で

対応する津波のレベルと海岸保全施設のみならず

まちづくりと避難計画をあわせて対応する津波の

レベルの二つを設定する必要がある。当時、土木

学会（東日本震災特別委員会、津波特定テーマ委

員会）においては、以下の２つの考えを中心に議

論が行なわれた。

✓　レベル１：海岸線の津波防護レベル （海岸法

２条・海岸保全計画・基本方針などに関連）、

海岸保全施設の設計で用いる津波の高さのこ

とで、数十年から百数十年に１度の津波を対

象とし、人命及び資産を守るレベル

✓　レベル２：地域の津波減災レベル（地域防災

計画、津波対策変（災害対策基本法40条など

に関連）

津波レベル１をはるかに上回り、構造物対策の

適用限界を超過する津波に対して、人命を守るた

めに必要な最大限の措置を行うレベル。対象津波

は、貞観津波クラスの巨大津波の発生頻度は500

年から1000年に一度と考えられる。

５．震災の経験と教訓を伝承する

我が国は、過去から様々な自然災害に見舞われ、

逆境の中から被災した地域を復興していった経験

がある。この原動力の中には、当時の経験と教訓

を伝え、同じ災害を繰り返さないという強い思い

と伴に様々な工夫が残されていた。各地に残され

ている、言い伝え、石碑（伝承・慰霊碑）、地名、

お祭りなどの地域行事が代表的なものであり、防

災（BOSAI）文化として継続されている。甚大な

被害を出した東日本大震災後でもこのような活動

が活かされたという事例は多く紹介されている。

広域で複合的な大災害となった東日本大震災の

被災状況や体験、当時の緊急対応、そして現在も

続いている復旧・復興の活動を、国内外に伝え後

世に残していく事は非常に大切である。今後も増

№144 2021（春季）



－16－

え続ける災害に対応するためには、東日本大震災

での教訓を整理し、伝承することが不可欠であり、

実際の各被災地での活動を現場で残していく震災

遺構や伝承施設の役割は大変に大きいと考える。

東日本での被災地にある震災伝承施設は現在も

整備されつつあり、複数の県にまたがる広大なエ

リアに数多く点在しているために、これらの情報

を集めて限られた時間で巡ることは容易なことで

はない。そこで、目的や時間に応じて効率的に施

設を訪問や視察できるように、伝承施設情報を分

類整理して提供し、案内マップや標識を設置し

ネットワーク化することが必要である。これによ

り、来訪者が効果的に東日本大震災の教訓を学べ

る仕組みが構築され、国内外の多くの方に被災地

に来ていただき、地域交流の増大も可能となると

期待される。

そのような背景の中、組織化されたのが『3.11

伝承ロード推進機構』（図-１）である。東日本大

震災の教訓を学ぶため、震災伝承施設のネット

ワークを活用して、防災に関する様々な取り組み

や事業を行う活動を目指している。東日本大震災

の被災地には、被災の実情や教訓を学ぶための遺

構や展示施設が数多くあり、その施設を「震災伝

承ネットワーク協議会」が「震災伝承施設」とし

て登録し、マップや案内標識の整備などにより

ネットワーク化を図っている。その施設やネット

ワークを基盤にして、防災や減災、津波などに関

する「学び」や「備え」に関する様々な取り組み

や事業をこの推進機構が中核となることが期待さ

れている。その活動によって、これまでの防災に

対する知識や意識を向上させるとともに、地域や

国境を越えた多くの人々との交流を促進させ、災

害に強い社会の形成と地域の活性化に貢献を目指

している。

図-１　沿岸域での伝承施設を繋ぐ　一般財団法人3.11伝承ロード推進機構　http://www.311densyo.or.jp

消防防災の科学
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６．おわりに　－ BOSAI 文化を伝承する

防災（BOSAI）とは、我が国の法律にも規定さ

れ、狭義には災害予防及び災害応急対策をまとめ

た概念になるが、これに災害復旧（被災前の状態

に戻す意味）を含める広義も引用される。つまり

「防災」には災害を未然に防ぐ被害抑止のみを指

す場合もあれば、被害の拡大を防ぐ被害軽減（減

災）や被災からの復旧まで含めて、総合防災とし

て使われる。これらの概念については諸外国で

は、それぞれのフェーズに対して規定されてお

り、事前から、事中、さらには復旧・復興、次へ

の備えという、災害対応サイクルに応じた我が国

の BOSAI の考えはまだ、普及していない。最近

の BOSAI の概念は拡大され、自然災害のみなら

ず人為的や社会災害への対応も含めており、是非、

BOSAI を世界に発信していく必要があり、現在、

その世界標準化への動きも出ている。仙台防災枠

組をベースとして、あり方を整理して、世界での

スタンダードを作成し、さらには、我が国で蓄積

された科学・技術や生活文化も活用されるような

動きを期待したい。

東日本大震災の経験と教訓を未来に伝え、世界

に発信し続けることに終わりはない。震災を風化

させず、着実に復興の進展が図られるよう、必要

な取組を継続することが重要である。特に、原子

力災害からの復興には長期間を要するので、必要

な研究と人材の育成を、国内外の様々な機関と連

携しながら息長く続けなければならない。被災地

の皆様そして協力者の方々と一緒になって、震災

復興と新しい安全な社会（回復力のあるしなやか

なレジリエント社会）の実現を目指して歩みたい。
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東日本大震災では、復興における時間のあり方

をいろいろ考えさせられた。復興が長期化したこ

とが、人口の流出や孤独死の増加につながるなど、

復興の混乱を招いたからである。ここでは、復興

の時間設計をいかにすべきかを、東日本大震災の

復興の検証を通して、考察したい。

１.	 復興長期化の問題点

東日本大震災では、復興の長期化が問題になっ

ている。東日本大震災が10年を経過しても、苦し

んでいる被災者が少なくなく、活気を失ったまま

のコミュニティも少なくない。復興が道半ばであ

るといってよい。まず、迅速な復興の必要性を確

認するために、復興長期化の問題点を明らかにし

ておきたい。

⑴　住宅再建の実態

復興の遅れを仮設住宅解消の時期で見ておこう。

岩手県と宮城県は、10年目の３月で仮設住宅が解

消された。阪神・淡路大震災の５年、中越地震の

３年、熊本地震の４年と比較して、遅い。環境の

良くない建設型仮設あるいはコミュニティと切り

離されたみなし仮設で、長期の生活を強いられて

いる。

なお、再建支援が必要なのに支援が得られない

被災者、公営住宅への入居を希望しながら叶わな

い被災者が、厳しい環境の下で暮らしている現実

のあることを忘れてならない。

⑵　被災者アンケートの結果

復興10年ということで、NHK を含むメディア

が被災者に向けアンケート調査を行っている。そ

の結果をみると、復興が進んだという人と進んで

いないという人が相半ばしている。交通インフラ

や住宅団地さらには商店街などが整備された姿を

見た人は、遅ればせながら復興が進んできたと感

じている。

NHK が今年の１月に実施したアンケートによ

ると、「思い描いていたよりも悪い」と答えた人

が、53％と過半を占めている。そう感じる理由

に、「住民同士のつながり」、「にぎわい」、「商業

施設の充実」、「暮らしやすさ」などを挙げている。

ハードが整備され形式が整っても、人のつながり

や暮らしやすさがないと、復興が進んだと感じら

れないことがわかる。

⑶　長期化がもたらす悪影響

復興の長期化は、被災者自身にも、地域コミュ

ニティにも、さらに国にも悪影響を及ぼす。劣悪

な生活の継続や将来への見通しの無さが、被災者

の心身の破壊をもたらす。震災関連死や孤独死に

もつながりかねない。夜眠れないと訴える人も増

えていると聞く。

それ以上に深刻な影響を受けるのが地域コミュ

ニティである。住宅再建の見通しがつかない、仕

特　集 東日本大震災から10年

□東日本大震災からの復興の教訓

～復興の時間に着目して～

兵庫県立大学大学院・減災復興政策研究科

科長・教授　室　﨑　益　輝
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事や活動の場が見つからない、店舗等がなく暮ら

しにくいといった理由で、人口が被災地外にどん

どん流出してゆく。被災地全体で、約40万人もの

人口が減少している。人口流出により、働き手や

購買力が失われ、地域経済の衰退にもつながる。

活気のなさや賑わいのなさにもつながる。

国の財政にも、大きな影響がでる。歳出と歳入

の両面から財政面のダメージが避けられない。歳

出では、財政面からの復興支援が引き続き必要と

なる。歳出では、経済復興が進まないため家計や

企業の所得減の状態が続き、税収の回復が見込め

ない。

２．復興長期化の原因

復興の長期化を避けようとすれば、その原因が

どこにあるかを明らかにし、その克服に努める必

要にある。その原因の中には、私たちの減災対策

や復興施策の改善で克服できるものが少なくない。

⑴　時間を規定する要因

一般に、目標を達成するに必要な時間は、タス

ク、リソース、マネージメントの３要素で説明す

ることができる。タスクはニーズ、リソースは

シーズ、マネージメントはスケジューリングに置

き換えることもできる。

復興に即して考えると、タスクは復興のニーズ

や事業総量で、道路の修復や被災者の救済などの

復興需要にあてはまる。リソースは復興のシーズ

や処理能力で、建設の資機材や支援のマンパワー

など復興資源にあてはまる。そのタスクとリソー

スをいかに関係づけるかがマネージメントで、復

興の対応戦略や手順選択のあり方によって復興の

時間が変わってくる。

これらの要素のうち、社会的要因や人為的要因

に規定されるものが少なくない。高齢化社会で地

域が被害を受けやすくなっていること、行政職員

のリストラで災害対応体制が脆弱になっているこ

と、復興の法制度が巨大災害の実態に合わなく

なっていることなど、災害の長期化との関りで見

直すべき社会的な問題が少なくない。

⑵　大震災の被害の特質

災害の長期化に最も深くかかわっているのが、

東日本大震災の被害の「巨大広域」、「長期間接」、

「複合多重」といった特質である。巨大な被害が

広範囲に発生したこと、被災が長期に及び間接被

害が大きくなったこと、原発事故や社会不安が重

複したことが被害の増殖と拡散を生み、結果とし

て復興対応のニーズを大きくすることになった。

沿岸部が600km にわって津波に襲われ、535㎢

にも及ぶ範囲が浸水被害を受けている。阪神・淡

路大震災と比較すると、人的被害も経済被害も約

３倍と膨らんでいる。こうした超巨大災害が発生

した時に、復興の長期化という側面から、災害対

応の法制も含めてそのあり方を見直すことが求め

られている。

⑶　被災地の社会的対応力

災害の長期化をもたらしたもう１つの大きな要

因に、低成長期という時代の特性と地方都市圏と

いう地域の特性がある。一極集中の弊害が拡大し

地域格差が広がる中で、衰退し疲弊していた地域

社会が震災の洗礼を受けることになった。地域産

業の低迷、若年労働力の流出、少子高齢化の進行

に加え、自治機能の弱体化や行政防災力の低下の

中で、大震災が起きている。被災地には、被害を

防ぐ力も復興を進める力も不足していた。

３．復興の全体プロセスの制御

そこで、復興の長時間化による弊害を克服する

ための方策について、検討しておこう。ニーズに

比してシーズが不足していることが、復興の長時

間を引き起こす。そこでここでは、ニーズとシー

ズに分けて検討する。
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⑴　需要の極小化と平準化

ニーズでは、その極小化と平準化が求められる。

極小化ということでは、事前に耐震補強や集団移

転などの予防措置を講じて被害そのものを少なく

することが、何よりも大切である。それに加えて、

不要不急の手間のかかる事業を避けて、事業量そ

のものを減らすようにしなければならない。空き

家利用を積極的にはかること、修理を奨励して新

築ニーズを抑えること、仮設を飛び越して本格工

事にかかること、大規模な土地造成などは極力避

けることが、求められる。

平準化ということでは、建設工事などの事業が

短期間に集中しないようにスケジュール面で工夫

する必要がある。みなし仮設などで時間を稼いで

本格的な再建を遅らせること、とりあえずの復旧

は最小限に止めてゴールに向けての復興は段階的

に進めることなどが考えられる。段階的に住宅の

再建を果たすということでは、住宅のコア部分だ

けを先に建設し必要に応じ暫時増築してゆく、イ

ンドネシアの「コアハウス」に学ぶところが多い。

⑵　資源の確保と体制の整備

シーズでは、人材を含めた資源の確保に加えて、

復興体制やシステムの整備が欠かせない。資源の

確保では、木材などの地域資源の活用をはかるこ

と、空き家などの既存ストックの利用をはかるこ

と、トレーラーハウスやキャンピングカーなどの

モバイル型資源を受け入れること、加えて用地も

含めた復興資材の備蓄に心がけておくことを、こ

こでは推奨したい。

復興期間中は被災地外での建設活動を禁止する、

あるいは被災地内での建設活動に優遇措置を講じ

て、資材と人員が被災地に集中するようにするこ

とも考えられる。この被災地外の建設活動の禁止

は、1666年のロンドン大火の時に採用されている。

体制の整備では、自治体間の広域応援体制の整

備、復興支援ボランティアや復興まちづくり支援

員の確保などが求められる。復興に欠かせない専

門技能や支援体験を持った専門家集団との連携を、

事前にはかっておくことも考えられる。

４．復興の個別プロセスの制御

復興の過程では、最終ゴールに至るまでの段階

を踏んだ緻密なタイムスケジュールが求められる。

状況により急がなければならないこともあるが、

急いでならないこともある。

⑴　合意形成の時間

料理は「始めチョロチョロ、中パッパッ」とい

われるが、復興は「始めパッパで、中チョロチョ

ロ」でなければならない。復興は、汚れたキャン

バスに絵を描きなおすのと同じで、キャンパスの

泥を急いで取り除くように、瓦礫の山は初動期に

急いで撤去しなければならない。ここでは拙速要

諦が求められる。

泥が取れてキャンバスが白くなった後では、ど

ういう絵を描くかの構想づくりに十分な時間をか

けなければならない。構想がよければ、いい作品

ができるし、スムースに絵は仕上がる。これと同

様に、復興の構想や計画策定には時間をかけて論

議し、合意形成に努めなければならない。ここで

は急がば回れである。

東日本大震災の復興では、合意形成に時間をか

けた地域や被災者や専門家の意見を丹念に聞いた

地域では、その後の復興が迅速に進んでいる。ま

た、復興協議会やワークショップで活発な議論を

展開したところで、素晴らしい復興がみられる。

女川町の女川シーパルピアの整備や気仙沼市の内

湾地区の整備が、その好例である。

東日本大震災の復興の初期に、「急いで高台移

転を決めないと復興予算がつかない」、「合意形成

に時間をかけていると復興が遅れてしまう」と

いった、必ずしも正しくない誘導情報が流布され

た。その結果、十分に議論することなく復興の方

針を決めたところが少なくなかった。そのことが、

消防防災の科学
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コミュニティの分裂を生み、人口の流出につな

がったことを反省しなければならない。

⑵　仮住まいの時間

被災者の苦しみの総和は、日々の苦しみの時間

積分で与えられるので、日々の苦しみをもたらす

劣悪な環境の下での避難生活は、１日も早く終わ

るようにしなければならない。仮設住宅や恒久住

宅の建設が急がれる所以である。災害救助法等で

は、原則として避難所は１週間、仮設住宅は２年

と定められており、そのタイムリミットを守るよ

うにしなければならない。

東日本大震災に見られたような避難所生活が数

か月、仮設住宅生活が数年という事態は、どんな

ことがあっても避けなければならない。この住宅

再建の遅れは、用地確保などの事前準備の欠如に

加えて、被災調査などの手続きの煩雑さからもた

らされている。拙速要諦という原則に立ち戻り、

手続きの簡便化をはかる必要がある。

なお、大規模なかさ上げ工事や新たな街並み形

成のため、あるいは放射能回避のために、被災地

外での長期の仮住まいが必要となるケースがある。

復興の多様化にも関連することであるが、長期の

仮住まいや避難が余儀なくされる人については、

日々の苦しみをなくす形での健康な生活を保障し

ながら、じっくり時間をかけて再建をはかりうる

道を用意しなければならない。

2009年のイタリアのラクイラ地震では、被災地

の歴史景観を保持しながら復興するために、居住

者を郊外に長期に渡り移住させる道を選んだ。10

年以上たった今も復興が完了しておらず、郊外の

移住集落に居住している人が少なくない。その移

住に対しては、別荘地のような仮設団地を建設し、

コミュニティの維持と共に快適な生活を保障して

いる。

ところで、仮住まいは必ず短期にということで

はなく、災害の規模や復興の選択によっては、長

期にという選択肢もある。その時はイタリアのよ

うに、日々の苦しみを緩和することを目指し、恒

久性のある快適な住環境を提供しなければならな

い。原発被災地の長期避難に対しても、こうした

段階避難の考え方を導入すべきであったし、今か

らでも取り入れるべきだと思う。

⑶　復興検証の時間

復興というゴールに至る過程では、復興の実行

管理としての PDCA サイクルを回す必要がある。

このサイクルの中では、チェックからアクション

という検証から改善のつながりが特に大切である。

より良い復興のためには、繰り返し検証すること

が欠かせない。阪神・淡路大震災の復興では、１

年、３年、５年、10年、15年と、それぞれ１年ほ

どの時間をかけて検証を行っている。

この検証については、検証の時間よりも頻度が

問題になる。繰り返し検証し、復興の修正をはか

ることが求められるからである。東日本大震災で

は、当面の復興の作業に追われるあまり、やや検

証の作業の時間が疎かになっている。これからも

復興が続くのであれば意識的に検証の時間をとっ

て、今の復興だけでなくこれからの復興に役立て

るようにしてもらいたい。
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１．あえて「IF」を問うてみる

「歴史に IF（イフ、もし）はない、あるいは禁

物だ」。このように言われる。このフレーズ、「歴

史とは何か」（岩波新書）などを通して日本で

も著名な歴史学者 E.H. カーの講演がその発端に

なっているらしい。未練たらしく「あのときこ

うしていれば」と反実仮想することを常とする

「might-have-been school of thought（こうだった

らよかったのに学派、未練学派）」と称される歴

史学派を批判するために、カーが用いた言葉だと

いうのが通説のようである。たしかに、この批判

が正鵠を射ているケースもあるだろう。

しかし、筆者は、防災・減災、復旧・復興につ

いて考える時、「歴史の IF」を問うことには一定

の意義があるのではないかと思っている。その理

由は、こうである。防災・減災、復旧・復興に関

する研究や実践は、依然として「先例主義」であ

る。東日本大震災を踏まえた南海トラフ地震・津

波の「最大クラス」の想定、あるいは、地球規模

の気候変動の影響を意識した「千年一」の水害予

測など、先例、すなわち、かつて実際に起きたこ

とが確認された事例ではなく、経験したこともな

い災害を念頭に置いて理論や実践を組み立てよう

とする動きもないことはない。

だが、全体的な動向としては、相変わらず、実

際に起こった災害事例が、専門家、自治体職員、

マスコミ、一般市民を問わず、多くの人びとの注

目を集めている。「××災害の検証報告」、「○○

災害の教訓に学ぶ」   こういったフレーズはすべ

て、災害研究・実践が、いいでも悪いでも、「IF」

ではなく現実に起きたこと（ファクト）に対して

より大きな関心を向けていることを示唆している。

災害研究は、「IF」ではなくファクト・ファース

トなのだ。

しかし、ファクト中心のアプローチには、いく

つもの落とし穴がある。たとえば、もっとも古典

的な指摘として、ある先行事例（ファクト）から

得られた教訓や学びが、次の事例あるいは別の事

例では役立たないとか、悪くすると反作用（逆機

能）するとか、こういった落とし穴を指摘する論

者がいる。たしかにそうである。あるいは、矢守

（2020）が述べているように、ファクト・ファー

ストな姿勢は、常に新しいファクトに飛びつき、

それにとらわれるという悪癖を伴っていることも

多い。言いかえれば、新しく登場したファクトが

それ以前の（ほんとはとても重要かもしれない）

ファクトをマスキングしてしまうという落とし穴

である。

ただし、より本質的で重要な落とし穴は、特に

大きな被害をもたらす災害は、多くの場合、「未

曾有」、「想定外」と形容したくなるような形で

やってくるという事実に認められる。「かつてな

い」、「経験したことがない」という形式で襲って

くる災害こそ、本来、私たちがしっかりマークす

べき相手である。この仮想敵を念頭に置いたとき、

特　集 東日本大震災から10年

□「起こっていなかったとしたら」

　から考える東日本大震災　

京都大学防災研究所巨大災害研究センター

教授　矢　守　克　也
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ファクト・ファーストの姿勢は少なくとも無条件

に肯定できる戦略とは言えない。何しろ、最大の

敵はかつてファクトになったことがないという形

でやってくるのだから。

だからと言って、ファクトを単に無視すればい

いということでは、もちろんない。ファクト（先

例や過去事例）は、災害に関する研究・実践に

とって、たしかに大切である。ただし、それをう

まく活用するためには、ファクトに真正直にスト

レートに向き合うのではなく、その利用の仕方に

「ひとひねり」必要なのだ。「ひとひねり」とはど

ういうことか。節をあらためて解説しよう。

２．「IF」を可視化する   「潜在的（ポテ

ンシャル）」な災害事例

ここで言う「ひとひねり」のサンプルとして、

筆者らは、「潜在的（ポテンシャル）」な災害事例

をキーワードに一連の研究を進めている（たとえ

ば、矢守（2020）、本間ら（2019））。こんな事例

がある。2018年の西日本豪雨災害において、京都

市内を流れる桂川の下流域（それなりに報道され

世間の注意も引いた観光地嵐山周辺ではなく、そ

れよりも下流域）は、危機的な状況にあった。辛

うじて大難は逃れたが、この事実は、一部の専門

家を除いてほとんど知られていない。社会の注目

は、その当時もその後も、岡山県倉敷市真備地区

で生じた甚大な被害や、愛媛県の肱川上流のダム

操作の影響といったファクトに集中していた。

しかし、実際にはほとんど何ごとも起きてはい

ないが、クリティカルラインのわずか手前で事態

がおさまっただけというケースも、れっきとした

ファクトである。しかも、それらは、次に致命的

な被害をもたらす事例になりかねない潜在的予備

軍と言える重要なファクトである。ところが、こ

うした事例は多くの人の目に現れない、いわば陽

の目を見ないファクトにとどまっている。そこで、

筆者らは、これらに「潜在的（ポテンシャル）」

な災害事例という名称を与えるとともに（名称を

付与することは、その出来事に現実感を付与する

第一歩だから）、加えて、潜在性の強度を客観的

に同定するための手法を開発して、それらの事例

を一人前のファクト入りをさせようと試みている。

その手法とは、アンサンブル気象予測を、未来予

測（フォア・キャスティング）の方向ではなく、

過去検証（バック・キャスティング）の方向で利

用するというものである。

より具体的には、次のような手続きである。今、

西日本豪雨と呼ばれている豪雨が西日本各地を襲

おうとしていたとき、十分にあり得た複数の降雨

シナリオ（その全体が「アンサンブル」と呼ばれ

る）のうち、桂川流域から十数キロしか離れてい

ない由良川流域では、「アンサンブル」の中でも

最も深刻な最悪のシナリオで降雨・河川流出が観

測されていた。これに対して、桂川流域では最悪

から数えて４、５番目のシナリオで事態が推移し

ていた。しかも、上述の通り、両河川の流域はき

わめて近接しており、両者が入れ替わっていても

不思議ではなかった。さらに、もし入れ替わって

いたとしたら   まさに「IF」、しかも、アンサン

ブル手法に基づいて科学的に十分にありえたこと

が示された「IF」である   、桂川流域で大規模な

洪水の可能性があったことが立証され、加えて、

桂川流域の住民はその事実をほとんど意識してい

なかったことも社会調査を通じて明らかになった。

アンサンブル予測をバック・キャスティング

することは、「起こったこと／起こらなかったこ

と」という従来の二分法に基づくファクト像では

なくて、「十分に起こりえたけど、（たまたま）起

こらなかったこと」という、もう一つのファクト

の様相を浮かび上がらせる。実際に起きたことだ

けでなく、紙一重で起きなかったこと（言いかえ

れば、「IF」を考慮すれば十分に起こりえた潜在

的な事例）に目を向けることこそが、ファクトを

真に生かしつつ不確実な未来に対する本物の対処

力を高めることにつながる。
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３．東日本大震災が起こっていなかった

としたら

東日本大震災から10年が経過した今という時点

を意識した上で、災害研究・実践で「IF」を有効

活用してファクトに「ひとひねり」加えるための

方法を、もう一つ例示しておこう。それは、「も

し、東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）が起

こっていなかったとしたら」と問うてみることで

ある。多くの方、とりわけご遺族は「あの地震・

津波さえなければ�」と反実仮想したい気持ちを

今も強くお持ちだろう。それも「IF」にまつわる

尊重しなければならない大切な感情である。ただ

し、ここで試みるのは、それとはまた違ったタイ

プの「IF」である。

2011年３月11日以後も日本列島には多くの自然

災害が発生し、それらを経験しながら、私たちは、

今、2021年３月を迎えている。この10年間に発生

した災害事例を日本国内に限定してリストしたも

のが表１である。基本的には人的被害がより大き

かった事例を中心にセレクトしたが、例外もあ

る。何らかの客観的な基準に基づいて取捨選択し

たわけではないので、あくまでも例示と考えてい

ただきたい。また、前節の議論を踏まえれば、こ

れら顕在化した災害事例の背後に多数の「潜在的

（ポテンシャル）」な事例が隠れているはずである。

なお、ここで試みる「IF」（反実仮想）は、「東日

本大震災が起こっていなかったとしたら」なので、

当の東日本大震災、および、その余震もしくは遠

方誘発地震とされている事例は削除してある。つ

まり、この表は、「東日本大震災が起こっていな

かったとしたら」、私たちが今、目にしているで

あろう「この10年の主な災害年表」ということに

なる。

「その人の偉大さは、当人が成し遂げたことを

見るより、もしその人物がいなければと想像して

みるとよくわかる」としばしば指摘される。こ

こで試みている「IF」も同様の視点に立っている。

発生から10年を経た東日本大震災の意味をあらた

めて見定めるためにも、あえて、「東日本大震災

が起こっていなかったとしたら」を問うてみよう

というわけだ。

表１を眺めながら、東日本大震災がなかったと

したら、後続の災害はそれぞれどのような意味を

もつものとして受けとめられていたか、被害や事

後対応は同じようなものになっていたか、あるい

は、そのとき何に注目が集まっていたか、などと

考えてみよう。また、東日本大震災がなければ、

今、何に注意が向き、逆に私たちは何を知らずに

いるか、何を「想定外」にした今があるか。この

ように想像をめぐらせてみよう。それによって、

東日本大震災固有の意味が、言いかえれば、他の

災害からは得られない東日本大震災だけが私たち

に開示してくれた教訓が選別され可視化される。

東日本大震災というファクトを重視するからこそ、

あえて、「それが起こっていなかったとしたら」

という「ひとひねり」を加えた上でファクトを眺

めてみるわけだ。

もとより、この種の「IF」の思考実験に絶対の

正解はない。読者におかれてはそれぞれブレーン

表１　この10年の主な災害年表

2011年（H23）平成23年７月新潟・福島豪雨、紀

伊半島豪雨（台風12号）

2012年（H24）平成24年７月九州北部豪雨

2013年（H25）平成25年伊豆大島土砂災害（台風

26号）、平成25年猛暑

2014年（H26）平成26年２月豪雪、平成26年８月

豪雨（広島市土砂災害）、御嶽山

噴火災害

2015年（H27）平成27年９月関東・東北豪雨（鬼

怒川水害）

2016年（H28）熊本地震、鳥取県中部地震

2017年（H29）平成29年７月九州北部豪雨

2018年（H30）大阪府北部地震、平成30年７月豪

雨（西日本豪雨）、台風21号災害、

北海道胆振東部地震

2019年（R1） 令和元年東日本台風災害

2020年（R2） 新型コロナ感染症、令和２年７月

豪雨（球磨川水害）

消防防災の科学
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ストーミングを試みてほしい。以下は、筆者なり

のプレーンで素直な受けとめ例である。表１を概

観すると、全体に、地震・津波ないし火山災害よ

りも風水害のプレゼンスが大きい。東日本大震災

を経たリアルな今ですらそうだから、それがな

かったとしたら、地震・津波・火山災害と風水・

土砂災害、それぞれに向けられる興味・関心の均

衡は、現在よりも大きく後者に傾斜していただろ

う。

また、地震に絞ったとしても、鳥取県中部、熊

本、大阪府北部、北海道胆振東部など内陸型地震

が目立ち、それぞれの地震がもたらした被害形態

などから推察して、阪神・淡路大震災以来の都市

災害対策に加えて、大規模停電（ブラックアウト）、

地震と土砂災害との連動などがより強いフォー

カスポイントとなっていたと想像される。（なお、

東日本大震災が起きていなければ、より確度の高

い地震災害としてそれ以前から注視されていた宮

城県沖地震が東日本大震災ほど巨大ではない規模

でこの10年間に発生し、この年表の一項として加

わっていたのではないかとの想定も一考に値する

仮想シナリオの一つだとは思われる。）

こうして見てくると、海溝型地震に伴う津波が

もたらす桁違いの被害、破局的な原発事故とその

長期的かつ深刻な影響、広域かつ長期にわたる避

難生活がもたらした過酷な現実、サプライチェー

ンの途絶による広域かつ長期的な経済被害、集落

や町のあり方を根本から変えてしまうような復

旧・復興プロセス（正確には、そう簡単には復

旧・復興しきれないという現実）   災害について

考える時、今日私たちが当然のように念頭に置い

ているこういった事項こそが東日本大震災固有の

項目群だとあらためて確認できる。

だからこそ、仮に、10年後の今、これらの項目

への注意や関心に   後続の事例によるマスキング

が影響したり、時の経過がもたらす風化が災いし

たりするなどして   微塵なりとも緩みや弛みが見

られるのだとしたら、それは厳に戒めるべきこと

だろう。そうした態度は、東日本大震災を、それ

こそ「起こっていなかった」ことにするに等しい

暴挙なのだから。

【引用文献】

本間基寛・佐山敬洋・竹之内健介・大西正光・矢守

克也（2019）アンサンブル予測を利用した平成30

年７月豪雨のポテンシャル評価　京都大学防災研

究所（編）平成30年７月豪雨災害調査報告書　

pp.93-95.

矢守克也（2020）避難学を構想するための７つの提

言　災害情報，18, 181-186.　
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１　はじめに：事故・復興検証は進んだ

のか

2011年３月11日14時46分、東北地方太平洋沖で

発生したマグニチュード9.0巨大地震は巨大津波

を伴い、東京電力福島第一原子力発電所（以下、

福島原発）を襲った。原子炉冷却のための全電源

は喪失し、原子炉溶融と水素爆発が発生した。放

射性物質と汚染水は外部に漏れ、広範囲の陸域海

域を放射能で汚染した。政府は３月11日以降、福

島原発周辺地域に避難指示・屋内退避指示を出し、

漸次、圏域を拡大した。避難指示の対象となった

区域内住民や一部の区域外住民は、原発事故・放

射能汚染情報を得られないなかで、逃散的避難を

余儀なくされた。

福島原発事故直後には、東電事故調・政府事故

調・国会事故調・民間事故調が立ち上がり、それ

ぞれの立場から事故原因や事故対応、住民対応、

事故責任などについて調査報告書を取りまとめた。

しかし事故後10年を経て最終報告書を出したのは

民間事故調のみであった。これに対して日本学術

会議は2020年９月に、東日本大震災後の社会的モ

ニタリング分科会から「提言　社会的モニタリン

グとアーカイブ─復興過程の検証と再帰的ガバナ

ンス─」 を発出した。それは震災・復興に関する

資料の収集（記録）・保存（アーカイブ）と、復

興過程の現状把握や問題点に係る検証・改善を繰

り返す PDCA サイクルの検証提言であり、日本

学術会議には「復興学術報告書（仮称）」の作成

を、また政府に対しては復興過程検証委員会の立

ち上げと「復興白書」の作成とを求めた。

公的機関で唯一、事故・避難の検証に取組んだ

のは新潟県である。新潟県は2018年１月に、福島

第一原発事故及びその影響と課題に関する３つの

検証（事故原因、健康と生活への影響、安全な避

難方法）と、これらの個別検証を総括するため

「新潟県原子力発電所事故に関する検証総括委員

会」を立ち上げ、検証作業を進めている。

２　原発災害復興における人間復興の視点

復興構想会議は2011年６月に「復興への提言」

を出した。その基本視点は、「来たるべき時代を

リードする経済社会の可能性を追求する」創造的

復興にある。これを受け、国は2012年３月に福島

復興再生特別措置法を制定し、同年７月に福島復

興再生基本方針を閣議決定した。この基本方針は

復旧復興の進捗に対応して５回改定している。

第１回（2013年12月）では除染とともに、早期

帰還支援と新生活支援に向けての必要十分な賠

償、及び福島再生加速交付金新設などを打ち出し

た。第２回（2015年６月）では「早期帰還定住プ

ラン」を出し、避難指示区域を空間放射線量に対

応する帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解

除準備区域に再編し、賠償・精神的損害等の一括

賠償を進め、帰還加速を企図した。第３回（2016

特　集 東日本大震災から10年

□福島原発災害・復興10年を検証する視点

福島大学、うつくしまふくしま未来支援センター

客員教授　山　川　充　夫
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年12月）では、汚染土壌等の中間貯蔵施設設置や

特定復興再生拠点整備、生業（商工業）再開に向

け官民合同チームの伴走型支援を出した。第４回

（2019年３月）では、特定復興再生拠点の整備が

始まり、福島イノベーション・コースト構想（福

島イノベ）の推進、営農の再開、汚染土壌の分

別・再利用などを打ち出した。第５回（2021年４

月）改定では、帰還促進から移住促進への転換、

営農再開の加速化、国際教育研究拠点の形成など

が出された。

これに対して日本学術会議の基本的視点は、

「日本国憲法の保障する生存権確立」であり、特

に原発災害難民の多様性に配慮した健康生活支援

であった。これは福島復興支援分科会による提言

「複線型復興」として展開され、さらに二重住民

票と呼ばれる「二重の地位」制度を提言した。こ

の考え方は、ハードインフラ偏重の整備や国が前

面に出た大規模事業の展開が、復旧復興において

被災地の自律性を奪う政策への批判でもあった。

この批判的視点は「人間の復興」である。福田

徳三は、関東大震災における後藤新平の「帝都復

興」を批判し、働く意思と能力をもつ罹災者に

「復興営生」の機会を与えるべきと主張した。こ

れを受け継いだ宮入興一は、地域経済学的に展

開し、「暮らしの復興」「生業の復興」「まちの復

興」を縦割りではなく、地域内再生産循環の回復

による「共に生きる社会の復興」や「共同社会の

復興」として、総合的にとらえるべきと主張する。

自然災害では原状回復までを復旧とし、その後

の発展を復興として理解されるが、この図式は原

子力災害ではうまく当てはまらない。福島原発事

故は主として放射性セシウム汚染であり、自然減

衰と除染作業とにより、逐次、避難指示区域の解

除が進んでいる。しかし求められる原状復帰とは、

事故を起こした原発廃炉のみならず、放射能汚染

のない清浄な土地空間に戻すことである。しかし

それは現在の廃炉工程でも40年以上先のことであ

る。廃炉が実現しないままでの避難元への帰還の

促進は、被災者に累積的被害をもたらす。解きほ

ぐせない宙ぶらりんの状況にある避難者の生活再

建や心の回復をどのように図るのか、原発災害復

興を検証する視点はここを起点としなければなら

ない。

３　進まない原発廃炉と増大する除染土

壌・汚染水

避難者の「戻らない / 戻れない」理由は10年間

で変化した。しかし原発事故・放射線被ばくへの

不安は、重みづけが低下したものの、その基底に

は固く沈殿している。その不安は、廃炉工程の先

延ばし、廃炉作業によって発生する使用済み核燃

料や高濃度放射性廃棄物をどこでどのように処分

するかの見通しのなさで増幅される。中間貯蔵施

設で分別される基準値内の汚染土壌の再利用は、

汚染の広域化へ懸念を抱かせ、基準値を超える指

定廃棄物の県外搬出先は決まっていない。福島原

発内での高濃度廃棄物の「地上暫定保管」や、中

間貯蔵施設内での中・低度廃棄物を貯蔵する議論

が、将来的に出ないという保証はない。

放射性物質を含む汚染水は、地下水の汲上

げ、海側遮水壁の設置、凍土遮水壁の本格的凍結

（2018年９月）により、増加の速度が抑えられた

とはいえ、2022年以降137万トン分のタンクが満

杯になると発表されている。ALPS（多核種除去

施設）では除去できないトリチウム水は、IAEA

国際基準を大きく下回る濃度に希釈して海洋に放

出することが、政府の小委員会から提言され、４

月16日閣議決定された。「風評被害が避けらな

い」と漁業や水産業者を中心に強い反対があり、

実害はそれにとどまらない。既に原子力賠償金は

「出荷制限指示等による損害および風評被害」が

約1.8兆円、「一括賠償（営業損害、風評被害）」

が約2500億円、「間接被害等その他」が約4100億

円支払われており、今後も大きな経済的実害を避

けられない。まして、心なき福島差別や根拠なき
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偏見が呼び起こされる。

４　避難指示区域解除と重い避難者帰還

の足取り

原発事故３年後に避難指示区域は、空間放射線

量の実態に即し、帰還困難区域（年間積算線量

50mSv 超）、居住制限区域（同、20mSv 超）、避難

指示解除準備区域（同、５mSv 超）の３つに再編

された。その後、空間線量の低下とともに解除が

進み、2021年３月現在では帰還困難区域のみが避

難指示区域である。また帰還困難区域も、避難者

帰還を促進するために、空間線量が低い一部地域

を「特定復興再生拠点区域」に指定し、除染・イ

ンフラ復旧や一時的な帰還等を可能とする「立入

禁止緩和区域」とした。この特定復興再生拠点区

域は浪江・双葉・大熊・富岡・葛尾・飯舘の６町

村で指定され、役場等公共施設や宅地・農地・街

なか整備を進め、居住人口約8,000人、事業所約

140社、営農者約370人の帰還・進出を期待してい

る。

避難指示区域が設定された12市町村（南相馬市、

浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、川内

村、葛尾村、田村市、川俣町、飯舘村）の人口は

震災前20.6万人であった。ほぼ10年後の2020年８

月末から2021年初にかけての居住人口（以下、直

近人口）は11.6万人となり、震災前対比で56％に

とどまった。避難指示解除が早く進んだ地域ほど

直近居住人口率は高い。帰還困難区域を現にもつ

６町村では直近人口は5,115人であり、震災前人

口63,093人に対する割合は８％にとどまる。しか

もこの居住人口には、廃炉事業にかかわる東電職

員・同協力会社職員なども含まれる。

避難者は、2020年12月現在、福島県全体で36,307

人であり、ピーク時（2012年６月）16.4万人に比

べると23％に下がった。うち県外避難者は29,307

人であり、県内避難者の減少に比べると足取りが

重い。県内避難者の減少速度が早いのは、復興公

営住宅に入居すると、避難者の定義からはずれる

からである。12市町村の住民帰還意向では、確か

に避難指示解除が早い町村区ほど「戻っている」

割合が高い。しかし避難指示区域がある浪江・双

葉・大熊・富岡町の「戻らない」比率は49～64％

（2019年）と高い。それだけでなく、現在でもな

お福島県では震災関連死が発生する重大な問題が

残っている（2021年３月９日現在、2,320人）。

５　原子力賠償とふるさと喪失

原発災害の固有性は、それが天災ではなく人災

であること、目に見えない放射線被ばくによる健

康不安や差別不安に被災者が苛まれていることに

ある。避難者は、集団的ではなく逃散的な避難過

程で家族やコミュニティが何度も分断され、避難

所から仮設住宅、復興公営住宅への転居の度に孤

立化が進みコミュニティの構築が困難である。ま

た生業・生活基盤・生き甲斐を失い「宙ぶらり

ん」状態にあること、原子力賠償とその格差に

よって人間関係が崩れたこと、眼前の自宅やふる

さとに立入禁止で戻れないなど、長期避難者の復

興ストレスは厳しい。　

国は被災者に対して原子力賠償を円滑に行うと

して、中間指針を定め、原発 ADR（原子力損害

賠償紛争解決）センターによる仲介の仕組みを

作った。賠償請求が始まった当初は、中間指針

と ADR により比較的困難少なく賠償金の支払が

進んだ。しかし「復興集中期間」から「復興創生

期間」に移行する５年目以降厳しくなった。これ

は原発集団訴訟で地裁が損害賠償金額の算定根拠

を「中間指針」に求め、政府が「交付国債の償還

費用の回収」を基本方針に掲げ、加えて東電が原

発の再稼働に向けての思惑で賠償終息を目指した

ことによる。中間指針の「目安」が「基準」にか

わったのである。これが東電が集団 ADR の仲介

を拒否する結果をもたらし、１万人を超える被災

者は東電に賠償請求する裁判を申し立てざるを得
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なくなった。

原発集団訴訟は国・東電の事故責任と損害賠償

を問うものである。損害賠償では「中間指針」を

超えた共通損害として「ふるさとの価値」が裁判

の争点となった。「ふるさとの喪失」は地域の自

然・社会・文化のもとで生まれ、家族・仲間・学

校・職場・仕事・祭り・地域とともに成長した

「場所」が突如、不本意かつ理不尽に奪われ、人

間存在としての過去・現在・未来を一挙に否定さ

れることを意味する。これは従前の平穏生活権の

内容を超える権利侵害として原告から主張され、

判決において、広く認定されている。

６　先行するインフラ整備と遅れる生活

環境整備

原発事故の場合、鉄道やインフラなどは、外形

的な損害が少ないが、立入禁止措置による施設・

建物の経年劣化が進み、再利用が困難となった。

鉄道や高速道路、避難道路などは、先行除染と先

行整備によって、全面的に再開した。さらに高速

道路の片側２車線化や避難道路の大幅改良が進み、

自動車交通の利便性は震災前よりかなり高まった。

また避難指示区域解除と並行して生活関連施設

の整備も進んだ。商業施設整備は帰還者だけでな

く廃炉・除染・復旧に従事する作業員のニーズに

も応えるものであった。12市町村では、少なくと

も各１か所以上のコンビニ・スーパーや道の駅が

公設民営型で設置された。医療サービスでも１か

所以上の公設・民設の診療所が開業し、二次医療

施設としてドクターヘリを併設する福島県ふたば

医療センターが富岡町に開設された。介護や福祉

の訪問サービスは避難元でも受けられるが、しか

しほとんどの養護・老健・特養施設は区域外の避

難先自治体に設置され、避難元では利用できない。

避難者の生活の安寧にとって最も重要なのは、

住宅確保である。原発災害被災者向けの復興公営

住宅は建設保留中を除きすべて完成した。復興公

営住宅団地ではコミュニティづくりのために、家

族・親族・コミュニティの一体化に配慮した入居

基準への変更、交流のための集会所の設置、復興

支援員の配置などが進められた。しかし「仮設住

宅の方が良かった」などの意見もあり、離散した

家族の再結集や分断されたコミュニティの再構築

は進んでいない。また復興公営住宅団地整備は進

んだものの、入居者はそこを必ずしも「終の棲

家」とは考えない実態もあり、避難元への帰還・

定住に向けた取組は今後とも欠かせない。

７　生業再開から離れた福島イノベー

ション・コースト構想

休業であれ再開であれ、避難者の生業をかろう

じて支えたのは、精神的損害・営業損害補償など

の原子力賠償やグループ補助金、官民合同チーム

による伴走型支援である。それでも避難元での事

業再開の希望は４割強にとどまり、避難先での開

業継続が２割であった。官民合同チームによる生

業再開支援の軸足は、次第に中小商工サービス業

から農業に移り、政策的には IT やロボット・ド

ローンを活用する大規模・高付加価値農業が指向

されている。津波被災地のような平坦地では農業

経営規模拡大が可能だが、阿武隈中山間でのほと

んどの農地は小規模で、しかも担い手が高齢化し

ており、ベースを経営コストではなく環境保全に

おく環境保全農業型戦略も必要である。

復興構想会議の復興原則を具現化する福島イノ

ベは、放射能汚染地の除染再生に取り組むハン

フォードと大規模災害対応に取り組むヒュースト

ンのディザスター・シティにヒントを得て、廃炉

関連、ロボット・ドローン、再エネ・水素、環

境・リサイクル、大規模・高付加価値農業、アー

カイブ等情報発信などのプロジェクトとして展開

している。当初前面に出ていた医療関連はトー

ンダウンし、ロボット・ドローンの延長として

航空宇宙分野が前面に出てきた。これらを起爆
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剤として浜通り全体に地域産業連関効果を狙う

が、実態としては厳しい。例えば福島ロボットテ

ストフィールドは広く平坦な津波被災地を整備し

フィールド実験できる場所となり、廃炉関連も全

国的ないしは世界的な訓練施設として注目を浴び

ているものの、しかし地元企業との産業連関はま

だ見られない。

８　難航する次世代人材育成とコミュニ

ティづくり

原発事故事故による最も深刻な悪影響は、地域

社会の子育て世代を失ったことである。子育て世

代は子どもへの放射線被ばく健康被害を懸念して

の避難であり、その帰還率は低い。そのため保育

園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校は存続の

危機に直面した。小学校と中学校は、各町村１校

に統合せざるを得ず、小中一貫あるいは幼・小・

中一貫校という「先進的」選択肢が現実となった。

また高校は、阿武隈山中の分校がなくなり、太平

洋岸の本校も統合を迫られた。双葉地区ではふた

ば未来学園高校１校となり、南相馬市では小高工

業と小高商業とが統合で小高産業技術高校となっ

た。

こうした状況のもと、教育方法と教育内容の革

新が進められた。小中学校では、少人数クラス編

成、TV システムを使った遠隔授業、課題解決学

習と地域復興の取組みを連携した「ふるさと創造

学」が実施されている。ふたば未来学園高校では

「変革者たれ」を建学の精神として「未来創造型

教育」が、小高産業技術高校では「福島イノベー

ション・コースト構想に寄与できる人材や地域復

興を担う人材の育成」が掲げられ出た。ただし小

中学校を失うことはコミュニティの要を失い、高

校を失うということは地域人材育成の場を失うこ

とであり、地域の持続可能性への深刻な影響は、

単に学校教育に限定されない。

福島イノベが掲げる最後のプロジェクトは、

2024年度の開所を目指す国際教育研究拠点の形成

である。国の有識者会議から、福島イノベは、構

想各拠点の全体的連携と人材育成体制が不十分で

あり、中核教育研究機関がなく、しかも地元企業

と教育研究機関・自治体とを調整する機能が弱い

と指摘された。この弱点の克服には、浜通りに復

旧復興や新技術・新産業の創出に向けた「知の融

合拠点」の立地が必要であると提言された。この

国際教育研究拠点は人員規模を約600人とし、研

究部門はロボット、農林水産、エネルギー、廃

炉・廃炉技術応用、放射線安全・健康の５つで構

成するとした。ただ問題はこれらはいずれも自然

科学系であり、しかも実装移行型の応用研究に偏

重し、基礎研究が薄いという弱点にある。また

「人間の復興」を地域創成として進めるに不可欠

な人文・社会科学系が研究部門に位置づいていな

いことは大きな弱点である。

　

９　おわりに：ふるさと再生が人間復興

の基点

福島原発事故から10年、30を超える集団原発訴

訟は、地裁・高裁がともに東電のみならず、国の

事故責任をも認める方向に傾いている。日本学術

会議は復興学術報告書の作成と国の復興白書への

取組を提言し、繰り返しの検証を求めている。し

かし事故や復興にかかわる国や福島県による検証

は行われていない。幸い新潟県では総括検討委員

会が立ち上がり、福島原発事故の総括を始めてお

り、事故・影響・避難をどのように検証するのか

の議論が展開されている。

被害者にとっての不本意で理不尽な累積的被害

を解きほぐすには、まず国・東電による原発事故

への責任謝罪が必要である。そのうえで避難区域

内外を問わず被災者避難者が生活再建・生業再開

を可能とする原子力賠償を補償し、生き甲斐と生

活の質を取り戻す復興政策への転換が求められる。

それは自然環境・社会環境・生業環境・コミュニ
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ティといった社会的共通資本を豊かにもつ「ふる

さと」の再生を目指す復興政策への転換である。

しかし資源エネルギー庁は2020年10月に「エネ

ルギー基本計画の見直しに向けて」を公表し、電

源構成における原子力を2030年度には22～20％と

見積った。「軽水炉の安全性向上」と「革新的な

原子力技術開発」は宣伝されるものの、原発コス

ト計算や高濃度放射性廃棄物の最終処分に係る記

載はない。それは福島の教訓を踏まえた廃炉そし

て脱原発という動きではなく、脱炭素社会の実現

が国際的にも前面に出るなかで、原発の新安全神

話づくりと復権が企図されている。福島県復興ビ

ジョンが掲げた「原子力に依存しない社会」の実

現に向けて、私たちはこのことをどのように考え

ればよいのであろうか。

付記　本稿を作成するにあたり、直接的には、以

下の参考文献を活用した。また調査研究にあ

たっては、日本学術振興会科学研究費補助金

基盤研究（A）「震災アーカイブズを基礎と

する複合災害プラットフォームの日本国モデ

ル構築」（課題番号：18H03600、2018～2021

年度、研究代表者：山川充夫）の一部を活用

した。

参考文献

福田徳三研究会編『復興経済の原理及若干問題』

（「福田徳三著作集」第17巻）、信山社、2016年。

宮入興一「人間復興の地域経済学の現段階と政策的

課題」『地域経済学研究』第36号、3－17、2019年

３月。

山川充夫『原災地復興の経済地理学』桜井書店、

2013年。

山川充夫・瀬戸真之編著『福島復興学』八朔社、

2018年。

山川充夫・初澤敏生編著『福島復興学Ⅱ』八朔社。

2021年。

山川充夫編「特集　原発事故被災から10年－被災者

の生活再建、心の回復と被災地の再生に向けて

－」『学術の動向』第26巻第３号、2021年。
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東日本大震災により死者・行方不明者3947名、

最大の犠牲者を出した自治体である宮城県石巻市

では、最大で250ヶ所の避難所で４万人が避難生

活を送った。津波による家屋の流出・喪失により

避難生活は長期化したが、避難所内への汚泥の流

入、道路上の瓦礫や、地域の水没による支援物資

搬入の遅れなどが、避難所での生活環境を悪化さ

せた。震災関連死に関する検討会資料1）によると、

50.5％の被災者において「避難所等における生活

の肉体・精神的疲労」が関連死の原因とされた

（図１）。劣悪な避難所環境が被災者の健康を害し、

関連死をもたらしたと考えられる。本稿では避難

所環境の問題点とそれによる健康被害、そして減

災を図る避難所運営について提言する。

【避難所環境の問題】

⑴　衛生面の問題

（ア）泥と粉塵（図２）；津波が運んだ汚泥は乾

燥すると粉塵となって避難所内に浮遊した。

粉塵が浮遊する環境では食事の衛生状態は

保てない。

（イ）手指衛生と口腔衛生；支援の遅れから生

活水が不足したため、手洗いや歯磨きがで

きなかった。このため衛生的な食事ができ

ず、口腔内の衛生状態も悪化した。

（ウ）トイレ；断水や下水管の詰まりにより水

洗トイレの排泄物を流せず、し尿処理施設

が破壊されたため汲み取りがされない仮設

トイレは排泄物で溢れた。仮設トイレの設

置までも日数を要し、校庭に穴を掘る、あ

るいは排泄物をビニール袋に入れて避難所

の外に積み上げるなどしていた。

⑵　生活環境の問題（図３）

（ア）雑魚寝；指定避難所となった小中学校の

体育館では、人が歩いて巻き上がった粉塵

特　集 東日本大震災から10年

□避難所運営は減災の要

～東日本大震災からの今後の展望～

石巻赤十字病院

副院長　植　田　信　策

7.1
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病院の機能停止による初期治療の遅れ

地震・津波のストレスによる肉体・精神的疲労

病院の機能停止による既往症の増悪

避難所等への移動中の肉体・精神的疲労

避難所等における生活の肉体・精神的疲労

（％）
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図１：東日本大震災における関連死の原因；震災関連

死と認定された1632名のうち、岩手県、宮城県、

福島県内の18市町村の1263名について死因（複数

選択あり）を調査したもの。グラフは各項目に該

当する人数の割合を表す。震災関連死に関する検

討会資料より、復興庁（2012年８月）

図２：石巻市内沿岸部の避難所周囲の大気中粉塵濃度

の推移。震災前の仙台市の平均粉塵濃度に比べ、

震災後４ヶ月間の粉塵濃度は３倍を呈していた。

（宮城県保健環境センター年報2012より）
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を床に寝ている避難者が吸入する。また、

床の振動が頭に響き熟睡できない。高齢者

は床からの起居動作が負担となり、起き上

がって歩く機会が減ったため、歩行する筋

力が低下した。

（イ）密集；津波による家屋の喪失は多くの被

災者の避難生活を長期化させた。このため

1000人を超える避難者を収容する避難所も

あり、一人当たりのスペースが畳１帖にも

満たない密集状態となっていた。密集環境

では避難者の活動性は低下した。

（ウ）プライベートスペース；授乳やおむつの

交換、着替えなどを行う個室がないため、

特に女性の避難者には大きなストレスで

あった。

（エ）停電；暗い避難所で繰り返す余震は、被

災者の不安を増幅していた。また、照明設

備がない屋外の仮設トイレへ移動し、使用

することは困難であった。

（オ）室温調整；震災時の雪が降る季節から、

体育館の室温が40度近くになる夏季まで、

体育館の広い空間の室温調整ができる冷暖

房機器はなかった。

⑶　食事の問題（図４）

（ア）栄養；避難所での食事が、おにぎり、菓

子パンなどの炭水化物が主体では、タンパ

ク質の摂取が不足するために筋肉量が低下

する（サルコペニア）2）。

（イ）年齢に応じた食事や特別食の需要；弁当

が配布されても、年齢や食物アレルギー、

病態を考慮しない一律の食事内容では、健

康被害の危険性がある。

（ウ）乳児；粉ミルクはお湯がないために乳児

に与えることができなかった。2018年８月

以降は国内での乳児用液体ミルクの製造・

販売が許可されている3）。

【避難所に起因する健康被害】

避難所生活での健康被害に関するこれまでの研

究で以下のことがわかっている。

⑴　呼吸器障害や咳嗽；土足、雑魚寝による床の

粉塵吸入により、喘息や肺炎などの呼吸器障害

を起こす4,5）。

⑵　不眠症；雑魚寝で足音の振動による不眠や中

図３：多くの避難所では避難者は土足で歩く床にシー

トや毛布を敷いて雑魚寝をしていた。暖房器具は

ストーブだけで、室内を暖めるには不十分であっ

た。

図４：避難所ではおにぎりと菓子パンだけの食事がし

ばらく続いた。
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途覚醒が増える。急性期では被災体験や余震、

慢性期では生活の不安などによるストレスも睡

眠障害の原因となる。

⑶　高血圧；上記の睡眠障害やストレスによる交

感神経優位の状態では、食塩感受性高血圧とな

る6）。避難所での塩分の多い食事は、さらに血

中の水分量が増えて血圧を上昇させる。高血圧

は脳心血管系イベント（心筋梗塞や心不全、脳

卒中など）の発症リスクを高める7）。

⑷　生活不活発病8）；日常の生活ができないため

に活動性が低下する。特に高齢者においては、

活動性の低下と避難所での不適切な食事により

筋肉量が低下し、動けなくなる（生活不活発病）。

この影響は震災後の介護認定者数の増加に表れ、

石巻市では身体機能低下によると考えられる要

支援２～要介護２までの認定者数が、震災５

年後には震災前の1.5倍まで増加していた9, 10）

（図５）。また、サルコペニアは嚥下筋にも及び、

誤嚥の原因となる11）。口腔衛生の悪化もあり嚥

下性肺炎が増加する。

⑸　精神的ストレス；上記の身体的ストレスや、

生活基盤と地域コミュニティーを失ったストレ

スにより、石巻市の仮設住宅調査では、治療を

要する抑うつ状態の住民の割合が全国調査の３

倍以上に上っていた12）（図６）。

⑹　エコノミークラス症候群（静脈血栓塞栓症）；

活動性の低下は下肢静脈血流を鬱滞させ、脱水

状態は血液を固まりやすくさせる。大規模災害

ではこれらの要因が揃うことにより、静脈血栓

塞栓症が増える13）。特に車中避難者は、狭い車

内で下肢を曲げた状態で長時間過ごすため、下

肢の血流がより鬱滞しやすいことから静脈血栓

塞栓症が起こりやすい14）。

【今後の避難所運営】

⑴　避難所環境の改善；避難所環境が被災者の健

康を蝕み、関連死につながることを示してきた。

よって災害関連死を防ぐためには避難所環境の

改善が必要である。避難所・避難生活学会では

避難所環境の改善に優先的に必要なトイレ、食

事、就寝環境の整備を TKB48（Toilet、Kitchen、

Bed を48時間以内に整備する）というスローガ

ンで提唱してきた。

（ア）トイレ；清潔で、安心できる排泄環境で

あること。コンテナー型トイレ、屋内設置

できる簡易トイレなどを活用する（図７）。
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図５：震災後の身体機能低下。震災前年から震災５年

後にかけての石巻市の介護申請認定者数（要支援

２〜要介護２）の推移。同期間の65歳以上の高齢

者数の増加（3.3％；43,855人から45,290人）を上

回る認定者数の増加であった。（「石巻市高齢者福

祉計画・第７期介護保健事業計画、第２章高齢者

を取り巻く現状と将来像」より石巻市役所2018年

３月）
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図６：石巻市仮設住宅住民調査における K６（心理的

ストレスの程度）の比率。13点以上は日常生活に

支障をきたす抑うつ状態を表し、石巻市の仮設住

宅住民におけるその割合は全国調査の３倍以上多

かった。（石巻市役所2011-2012年度応急仮設住宅

等入居者健康調査より）

消防防災の科学



－35－

簡易トイレ（ラップポン® ） コンテナー型トイレ

キッチンカー （画像提供；笠岡宣代氏、国立健康・栄養研究所）

（株）ウォレット・ジャパン（株）日本セイフティ

炊き出し窯

（株）やまや物産

図７：（上段）熱圧着式フィルムを用いた屋内用簡易トイレとコンテナー型トイレ（男女別個室６、小便器２、水洗式、

手洗い、照明あり）。（下段）トラックの荷台を厨房に改造したキッチンカーと炊き出し用の調理器具。

暖段はこベッド®

（全日本段ボール工業組合連合会）

北海道胆振東部地震・厚真町

令和2年七月豪雨
熊本県人吉市スポーツパレス

図８：段ボール製簡易ベッド（190 x 90 x 35cm）。全国の段ボール工場で製造可能となるよう、開発した J パックス

㈱から仕様が公開されている。
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（イ）キッチン；年齢や被災者の身体状況に応

じた温かい食事の提供。調理室や給食セン

ターの利用や、炊き出し機材、キッチン

カーを利用する（図７）。

（ウ）ベッド；粉塵吸入を避け、立ち上がりや

すい高さ（約35cm）であること。同時に

パーティションやテントを設置し個人ス

ペース（3.5m2以上）を確保する（図８）。

⑵　避難所運営の改善；緊急時一時避難所（場所）

と避難生活避難所を明確に分けて対応し、避難

生活避難所を運営するに当たっては「人として

の尊厳を守る」ことを基本としなければならな

い。被災者も支援者も、ともに一人一人が尊厳

ある存在であると自覚することが、被災者の自

助・互助意識を涵養し、復興を促進する。たと

え緊急避難用に供された施設であっても、避難

生活が長期に及ぶ際は、早期に後者としての運

営にスイッチしなければならない。標準的な避

難所に必要な装備と運営に関しては避難所運営

ガイドライン（内閣府）15）に明記されているが、

同ガイドラインには遵守義務はないため、これ

までの災害では旧態依然とした避難所運営がさ

れ続け、災害関連死が発生してきた。適切な避

難所運営が実施されるために何が必要か、「ヒ

ト」、「モノ」、「備え」をキーワードに課題と提

言を述べる。

（ア）ヒト；【課題】防災基本計画では避難所の

設営と運営は約1700の基礎自治体に委ねら

れているため、1700通りの避難所が出来上

がりかねない。基礎自治体では、地域防災

計画により災害対応業務が各部署に割り振

られているが、避難所運営を組織横断的に

担う危機対策部署や避難所運営の訓練を受

けた専門官がいないと、ガイドラインに準

拠した避難所運営は行えない。小規模の自

治体では、避難所運営を統括できる役職を、

平時から配置する人的余裕はないであろう。

たとえ経験豊富な NPO が避難所運営を支援

しても、行政側のカウンターパートナーが

適切に調整できなければ効果的な被災者支

援にはならない。【提言１】災害対策基本法

では避難所開設は市町村長が行うとされる

が16）、運営に当たっては周辺自治体や、都

道府県庁からの職員派遣により、すぐに支

援、補完できる仕組みがあることが、被災

者だけでなく被災自治体の職員を助け、質

の高い被災者保護を可能にすると思われる。

【提言２】自治体の規模に関わらず質の高い

避難所対応ができるよう、全国に展開する

機関（消防、警察など）の訓練された職員

が、避難所運営の統括業務を支援、あるい

は補完することも効果が期待される。【提

言３】避難所の生活環境維持に必要な職能

支援者（調理師や、電気工事、冷暖房を扱

える技術者など）を事前に登録し訓練する。

また避難所の衛生環境の評価と管理ができ

る学校薬剤師や対物保健を扱える保健所職

員、加えて避難者に適切な食を提供するた

めの管理栄養士も避難所運営に参画できる

よう、避難所運営者がコーディネートする

ことが望ましい。

（イ）モノ；【課題】避難所環境を改善するため

に必要な資材を、各基礎自治体が確保する

ことは困難である。【提言４】①分散備蓄：

平時から各自治体の保管能力に応じて資材

を備蓄し、発災時には被災自治体に集めて

運用する（集約運用）。これによって各自治

体の財政的、及び保管の負担を軽減するこ

とができる。都道府県庁も備蓄を行うとと

もに、それら備蓄資材の集約と調整を担え

ることが効果的な運用につながる。②ラン

ニングストック：食料や飲用水、その他の

消費材など各自治体が備蓄した資材を、毎

年の災害訓練（避難所設営、避難等）で実

際に使用する。消費と補充サイクルを回す

ことにより、資材の運用経験と備蓄状態の
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維持を図る。【提言５】災害用資機材の平時

運用：前出のキッチンカーなどを都道府県

庁が保有し、平時は県内及び近隣県でのイ

ベントや、各自治体での災害訓練に活用す

ることで運用訓練とする。また、宮城県女

川町のトレーラーハウス宿泊施設（図９）

のように、平時には宿泊施設として運用さ

れているが、災害時には被災地に移送して

避難所などに運用できる。そのホテルの厨

房も災害時にはキッチンカーとしての役割

を担うことが考えられる。北海道では内部

を改造して厨房にした観光バス（図９）が

観光事業に運用されているが、災害時には

被災地での食事提供に活用できる。調理は

職能支援者として登録された調理師により

行われる。【提言６】身体の清潔：入浴や

洗濯など、すぐに命に関わる問題ではない

が、人間らしい生活をする上では欠かせな

い。避難所にコンテナー型やテント型の

シャワー設備と、洗濯設備を設置すること

が望ましい。

（ウ）備え；【課題】地域防災計画によっては、

防災訓練は住民の自主防災組織主体で実施

することになっているため、同じ自治体内

でも訓練の内容や質が異なる場合がある。

また、住民主体の訓練だけでは、過去に災

害対応に携わった自治体職員の経験や知識

が活かされない。【提言７】避難所運営の質

を担保するためには、都道府県庁と複数の

基礎自治体が連携して避難所運営訓練を行

い、有事の組織間の連携や業務の補完を確

かなものとする。あるいは全国的な組織を

持つ公的機関もこれらの訓練に参画し、避

難所運営を含めた他組織との連携を強化す

る。これらの訓練には必ず住民が参加する

ことにより、住民の自助・互助意識を育て、

地域のレジリエンスを高めることを図る。

北海道厳冬期災害演習（北見市）でのクルーズキッチン®

クールスター（株）

トレーラーハウス宿泊施設

ホテル・エルファロ

図９：（上段）宮城県女川町の嵩上げした JR 女川駅前に設置されたトレーラーハウス宿泊施設。被災した４つの旅館

事業者が共同し設立。（下段）観光バスを改造した厨房車両。一度に400人分の食事を提供できる。
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これまで提言で述べたことは、一時避難を前提

としたこれまでの避難所運営では考えられていな

かったことである。しかし、数週間以上にわたっ

て滞在する避難所は、生活の場であることを念頭

に避難所運営をしていかなければならない。さら

に、避難所運営において安全な生活環境（スペー

ス確保、パーティション、簡易ベッドなど）を整

えることは、コロナ禍での災害への備えとしても

大変重要である（図10）。毎年どこかで災害が発

生している我が国では、災害への備えを平時の務

めとして、あらゆるレベルの行政組織が住民とと

もに具体的に取り組むことが望まれる。平時に準

備していないことは災害時にはできないのである。
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はじめに

2019（令和元）年台風19号災害を受けて内閣

府（防災担当）では、同年秋に「災害からの避

難」に関するワーキンググループ、続く2020年度

は「避難情報等」ならびに「高齢者等の避難」に

関する二つのサブワーキンググループに分かれて

対策の検討を進めた。どちらのサブワーキング・

グループも2020年末までに報告書をまとめあげた。

「避難情報」に関する報告書1からは警戒レベル４

を「避難指示」に一本化すること等、「高齢者等

の避難」に関する報告書2からは個別避難計画の

作成の努力義務化等が提案され、その提案を盛り

込んだ災害対策基本法の改正案が、2021年３月５

日閣議決定、同年４月28日には参院本会議にて全

会一致で可決、成立した（５月10日公布・５月20

日施行）。特に後者の個別避難計画作成の努力義務

化は、東日本大震災からちょうど10年という節目

の時点で、災害時の要配慮者問題の根本的解決の

端緒を拓く画期的な決定だと筆者は考えている3。

東日本大震災での要配慮者の被害の甚大さ、こ

れを受けておこなわれた2013年６月の災害対策基

本法の改正後も、要配慮者に被害が集中する二

つの根本原因－平時と災害時の対応の分断と施

設の立地規制の欠如－は手つかずのままであっ

た。これに対して、2021年の災害対策基本法の改

正（案）には、平時と災害時の対応を切れ目なく

つなぐことや、ハイリスク層にはより手厚い対応

を早急に進めるべきだ、という考えかたが新たに

盛り込まれた。その具体的なモデルとして例示さ

れたのが、高齢者や障がいのある人向けに平時に

在宅でのサービスの調整を行う福祉専門職（介護

支援専門員や相談支援専門員）が、災害時ケアプ

ランとして個別避難計画の作成に業務として関

わる「誰一人取り残さない防災（以後、i-BOSAI、

inclusive-BOSAI）」の取り組みである。i-BOSAI

は2016年１月からの大分県別府市での取り組みを

端緒とするが（立木、2020a; 徳田・村野、2021）、

2018年４月からは兵庫県でも横展開が始まり、

2020年度からは全41市町を対象に一般施策化され

特　集 東日本大震災から10年

□誰一人取り残さない防災に向けて、インクルー

ジョン・マネージャーが身につけるべきこと

－越境、連結、参画・恊働－

同志社大学社会学部

教授　立　木　茂　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ、令和元年台風第19号

等を踏まえた避難情報及び広域避難等のあり方について（最終とりまとめ）（令和２年12月24日公表）

 http://www.bousai.go.jp/fusuigai/subtyphoonworking/pdf/dai19gou/hinan_honbun.pdf, 2021年４月15日閲覧 .
2  令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ、令和元年台風第19号等を踏ま

えた高齢者等の避難のあり方について（最終とりまとめ）（令和２年12月24日公表）

 http://www.bousai.go.jp/fusuigai/koreisubtyphoonworking/pdf/dai19gou/hinan_honbun.pdf，2021年４月15日閲覧．
3  これは筆者一人だけの評価ではない。同様の主張については鍵屋（2020）も参照されたい。
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た。本稿では、別府市での2016年からの５年間に

わたるアクションリサーチと、2019・2020年度と

２年間にわたる兵庫県での i-BOSAI の横展開に

関する実施市町担当者への計量調査（事業インパ

クト評価）の最新の結果をもとに、i-BOSAI を成

功させるために必須となる人材（インクルージョ

ン・マネージャー）の技量や器量－越境、連結、

参画・恊働－を中心に解説を行う。

東日本大震災が明らかにした要配慮者問

題の根本原因

本誌の前身である『消防科学と情報』2013年冬

季号誌上で、立木（2013）は激甚な被害を経験し

た東北３県の31市町村のそれぞれについて、障が

い者死亡率は全体死亡率の何倍になるのか、その

格差を検討した。その結果、死亡格差（回帰係

数）は宮城県で倍近くと大きく（1.92倍）、その

一方で岩手（1.19倍）と福島（1.16倍）で小さい

ことを明らかにした。宮城県における群を抜いて

高い死亡格差が、以下に示す２つの要因、平時と

災害時の対応の分断、施設の立地の危険性によっ

て説明できることを筆者は本誌の誌面上で二度に

わたり分析と考察を深めてきた。

障がいのある人の死亡率を従属変数とした本誌

2013年冬季号の重回帰分析は、他の変数を統制し

た上で身体に重度の障がいのある人の施設入所率

には統計的に有意な負の効果があることを明らか

にした。そこで、各県の施設入所率を比較すると、

岩手3.1％、福島1.3％に対して宮城は0.7％であっ

た。つまり、重度の身体障害者の施設入所率が宮

城で群を抜いて低いこと、言い換えるなら平時の

在宅福祉・医療・看護の体制が群を抜いて充実し

ていたこと－しかしながら災害時の対応策とは連

結されていなかったこと－が、宮城県の障害者死

亡率を岩手・福島よりもほぼ倍近く高めた大きな

原因の１つであると指摘した（立木、2013）。

本誌『消防防災の科学』2017年夏季号では、高

齢者向け施設入所者の人的被害率を新たに説明変

数として追加投入した重回帰分析を行った。する

と入所者の人的被害率にも有意な正の効果が確認

された。そして高齢者向け施設入所者の被害率は、

岩手2.1％、福島0.4％に対して宮城は5.2％であっ

た（河北新報、2011年12月13日）。宮城では、高

齢者向け施設が海辺の景観の良い－しかし危険な

－場所に建てられていたこと、これに対して岩手

では比較的安全な高台に、福島では内陸部に多く

建てられていた。このような高齢者向け施設の立

地の違いも障害者の死亡率に差を生じさせていた

（立木、2017）。

2021年５月20日に施行された改正災害対策基本

法は、防災と福祉の分断と立地規制の欠如のうち

の最初の根本問題に正面から切り込むことを目ざ

している。その肝は、作成率が１割程度にとど

まっている個別避難計画の作成を努力義務化する

ことである。進め方については、避難行動要支援

者名簿に載った対象者全員に対して一律に同じ方

法で取り組むのではなく、別府から始まったよう

に、危険な所にお住まいで、心身機能に課題があ

り平時には介護保険や障者総合支援法のサービス

を使って在宅で生活をしており、かついざという

時に家族や親族を頼りにすることができず、また

近隣との関係も希薄な方－災害リスクが最も高い

人－には、より手厚く対応を進める、というもの

である。つまり、福祉専門職が平時にケアプラン

を作っているのだから、その専門職の方々に災害

時ケアプランとして個別避難計画作成に業務とし

て関わっていただく。ついては、報酬7000円をそ

の担当の専門職にお支払いする。その財源は当面

の間は、地方交付税措置により市町村が使えるよ

うにする。通常のケアプランはフォーマルな（公

助による）サービスと結び付けることが専門職の

業務だが、災害時ケアプランではお隣近所の方々

のインフォーマルな（共助による）支援とつなげ

ることをプランニングし、個別避難計画（災害時

ケアプラン）として書き込む。さらにそこで終わ
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らずに、みんなで逃げる防災訓練でそのプランを

試してみることを個別避難計画作成の王道にし

ようというものである（立木、2020; 徳田・村野、

2021）。

「だれ一人取り残さない防災」の推進役

－インクルージョン・マネージャー

福祉専門職と共に進める「誰一人取り残さない

防災」は2016年１月に村野淳子氏が大分県別府市

の危機管理課に着任し、個別避難計画づくりの担

当として事業に着手したことに始まる。この取り

組みの主体は福祉フォーラム in 別杵・速見実行

委員会という当事者、市民、学識者、支援者、福

祉専門職そして村野氏を含む行政職員からなる

ネットワーク組織で、2016年４月からは日本財団

による３年間の助成をうけて研究開発を進め、や

がて形になったインクルーシブ防災事業（別府モ

デル）を原型としている。筆者は、日本財団助成

事業のアドバイザーとして、村野氏の実践の形式

知化（辻岡他、2019）や別府モデルのインパクト

評価（松川他、2019）を支えてきた。また、地域

力を高める戦略のアドバイザーとして、人と組

織と地球のための国際研究所（IIHOE）代表の河

北秀人氏も当初から関わってきた（徳田・村野、

2021）。

兵庫県での福祉専門職と共に進める「誰一人取

り残さない防災」（i-BOSAI）は、2018年度に２

市町、2019年度は36の市町で「防災と福祉の連携

促進モデル事業」として試行され、2020年度から

は「防災と福祉の連携による個別支援計画作成促

進事業」の名称で一般施策化され、コロナ禍にも

関わらず30市町のモデル地区で実装された。兵

庫県の取り組みは、県の防災企画課が主担とな

り、事業実施にあたっては兵庫県、人と防災未来

センター、兵庫県社会福祉士会の３者による実行

委員会が立案・実施・評価を担ってきた。兵庫県

社会福祉士会は、県内で活動する独立系社会福祉

士（個人事業主としてケアプラン作成や成年後見

人などの業務を担っている）のネットワークを活

用し、福祉専門職が個別計画を作成できるように、

防災の基本的な考え方や、災害時を想定したケア

プラン作成の標準手順を身につける福祉専門職向

け研修の実施や、地域での災害時ケアプラン調整

会議に立ち会い、市町担当者を支援する取り組み

を担当している。筆者は、兵庫県における個別避

難計画作成の標準業務手順の開発や、福祉専門職

研修のカリキュラムや教材づくり、事業のインパ

クト評価などを担っている。

本稿の主題である事業インパクト評価とは、

2019年度36、2020年度は30の自治体のモデル地区

で i-BOSAI が試行・実装されたが、これだけの

数になると、事業が奏功するところ、必ずしもそ

うでないところとばらつきが出てくる。その結果

（アウトカム）を説明するためには、奏功した自

治体ではどこがポイントなのかを客観的な指標で

測定し、違いを説明できるようにしたい。この指

標をつくるために、i-BOSAI 実装のパイオニアと

して別府市で高い業績をあげている村野淳子氏の

活動の科学を進めてきた。具体的には、過去５年

間にわたって氏の活動を観察し、インタビューを

行い、92,034文字からなるインタビュー記録を解

析し、村野氏の実践の肝になる346のキーフレー

ズを抽出した。それらを体系化させ、さらに先行

文献の知見とのすりあわせを踏まえて、村野氏の

実践を理論（村野モデル）化してきた。本稿はそ

のような試みの第７版である。

理論化の現時点での結論は、高業績者である村

野淳子氏は、当事者を中心にして多様で多元的な

関係者や組織間をつなげている、というものであ

る。このような仕事をインクルージョン・マネー

ジャーと呼ぶことにする。インクルージョン・マ

ネジメントには、特徴的な技量が発揮されていた。

すなわち、「越境し」、「連結し」、「参画・恊働を引

きだす」という技量である。以下、村野モデルの

それぞれの主要な要素について簡単に説明を行う。
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越境：災害時の要支援者対策では、すでに2005

年３月の災害時要援護者の避難支援ガイドライン

の公表、その後の度重なるガイドラインの改訂で

も繰り返し「防災と福祉の連携」が指摘されてき

た。にもかかわらず、なぜ「連携」は実現しな

かった－東日本大震災で障がいのある人に被害が

集中した根本原因の一つが防災と福祉の分断で

あった－のか。それは、たとえて言えば、自分の

子どもに「（学校の）成績を上げなさい」と口を

酸っぱくして説教することと似ている。いくら

「成績をあげなさい」とくり返しても、子どもの

成績は上がらない。何故なら「成績をあげる」こ

とは結果であり、そのためには「教科書を隅々ま

で繰り返し読んで覚える」、「ノートをきちんと整

理する」、「予習・復習を日課にする」といった成

績を上げることに直結する行動を増やすことが根

本的な解決だからである。「防災と福祉の連携」

についても同様である。連携は結果であり、連携

を生み出す行動が重要なのである。連携を生み出

すアクションこそ「越境」である。

インクルージョン・マネージャーには、越境す

る覚悟が求められる。かりに防災担当者が担うの

であれば、自治会や自主防災組織にとどまらず、

庁内の高齢者や障害福祉部局に、さらには福祉部

局に連なる福祉事業者、そして障がい当事者や家

族など、庁内・庁外のさまざまなところに自分が

汗をかいて出向いていく。そのためには、それぞ

れの部局や団体の実情を良く知る担当者と懇意に

して、誰がキーパーソンかの見立てをすることが

前提となる。そして何度でも、どこにでも足を運

ぶ。村野語録では「（モデル事業の）地域や自治

会には16回足を運んだ」、「こちらが動くことで本

気度を示した」から「市としての事業をうまく進

めるために国や県の職員も味方につけた」まで幅

広く越境のキーフレーズが集められている。これ

らの行動は単なる技術というよりも、個別の技術

が体系化され、根性を発揮して一連の段取りにま

とめられているので「技量」と名づけた。

連結：越境の結果として、分断されていた部

局、組織、団体間の境界を連結する道が開かれ

る。境界連結とはイノベーションを生み出すため

の鍵となる行為である。携帯電話とデジタル音楽

プレーヤーの開発者コミュニティを境界連結した

結果、スマートフォンというイノベーションが実

現したのはその好例である。境界連結は組織間関

係論で生まれた Boundary Spanning の訳語で、直

訳すれば境界の間に橋をかけるという意味である

（辻岡他、2019）。橋をかけることによって往来が

可能になる。つまり当事者を中心にして防災と福

祉部局関係者がつながる。とりくみのための関係

者全員が集まるハブを形成する。庁内でも地域で

も、議論をリードするのではなく、全員で議論し

全員で決めてもらうようにする。福祉専門職が防

災対策としての個別避難計画作成に関われるよう

にするために必要な知識や技術を準備し、提供す

る。市内の支援者だけでなく、全県の社会福祉協

議会の職員を「研修」という形でハブに加える。

これら、従来なら「連携」という語が使われてき

たが、「越境」の結果として「境界の間に橋がか

かる」という点を強調するために村野モデルでは

「連結」という語をあえて選んだ。

参画・恊働：越境による連結の目的は、i-BOSAI

のミッション（使命）の実現である。それは当事

者の力を高め（エンパワメント）、地域の力を強

め（ストレングス構築）、ひいては行政力を高め

る。つまり全体として当事者中心の視点から自治

の力を引きだすことがミッションである。これま

での要支援者対策では、個別避難計画づくりは地

域の自治組織が主体として考えられてきた。別府

から始まった i-BOSAI は、まず何より問題の解

決の最初の段階から当事者や家族が参画すること

を重視する。そのためには、当事者や家族を普段

から伴走支援している福祉専門職の関与が不可欠

となる。しかし福祉専門職だけでは、いざという

時の地域の支援者（インフォーマル資源）とはつ

ながらない。そこで、境界連結を通じて個別計画
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作成のための地域調整会議を形成・運用し、自治

会や自主防災組織が当事者・専門職と恊働できる

ようにする。このような段取りを経て個別避難計

画が災害時ケアプランとして作られ、皆で逃げる

避難訓練でシミュレーションを進める。また、そ

の結果が、当事者力・地域力を引き上げ、別府で

は他地域への横展開を可能にし、ひいては当事者

中心の自治力を高めることに寄与していた。

「誰一人取り残さない」事業のインパク

ト評価

上記のように概念化された「越境」、「連結」、

「参画・恊働（の促し）」を、村野語録から具体

的な調査項目に翻訳し、各自治体の i-BOSAI 事

業の担当者の技量を評価するインクルージョン・

マネジャー予備尺度（村野スケール）の40項目

を選定した。あわせて事業の進捗度をはかるた

めのマイルストーン（事業進捗度評価項目）を、

i-BOSAI の標準業務手順にそって７項目設定し、

アウトカム指標とした。2021年３月に、兵庫県内

全41自治体の災害時要支援者担当職員に兵庫県社

会福祉士会のメンバーが複数で事業実施担当者に

オンラインによる面談調査を実施して村野スケー

ルへの回答を記録した。なお2020年度は i-BOSAI

事業の実施は30団体であったが、今後のための

ベースライン・データ（介入前の観察結果）を採

取するために、事業実施の有無にかかわらず全41

自治体を調査対象にした。

41市町担当者からの聞き取り調査データの分析

にあたっては、７つの事業進捗度評価項目（マイ

ルストーン）達成の有無を従属変数群とし、40に

わたる越境、連結、参画・恊働の活動の有無を説

明変数群とする非線形正準相関分析を行った。図

１がその結果である。▲の点は、A から G まで

の７つのマイルストーン項目であり、図１の右肩

あがり45度の補助線を中心に布置された。これは

事業進捗には横方向と縦方向の両方のベクトルが

寄与していると解釈できる。このうち右肩あがり

45度の補助線より下（横ベクトルの影響がより強

い領域）に布置する４項目は個別避難計画の作

成・訓練実施と関係が深い項目（E「個別計画策

定」、F「避難訓練実施」、G「改善点の反映・修

正」）であり、45度の補助線より上（縦ベクトル

の影響がより強い領域）に布置する３項目は、A

「福祉専門職による災害移動時のアセスメント」、

B「福祉専門職がハザードの脅威やそなえの自覚

を促す」、D「地域調整会議への当事者・家族の

参加」といった防災と福祉部局の恊働や当事者の

参加といった内容であった。

右肩あがり45度の補助線上で▲と近接して布置

する△項目群は「当事者の参画」に関するもので

ある。具体的には「モデル事業の趣旨を当事者や

家族が理解し、主体的に参加している」、「モデル

事業は、当事者が地域と関わるきっかけになっ

た」、「当事者が家族と一緒に参加している」、「当

事者と家族が自分たちの状況を地域にオープンに

している」の４項目である。最初の３つの△項目

はアウトカム評価指標の▲項目と空間的にほぼ重

なっていた。このことは、i-BOSAI 事業の進捗に

は、当事者・家族の参画がなにより肝であること

を示唆している。

図１の横軸（個別計画作成の進捗度軸）で▲項

目よりも原点近くに布置された●項目は、担当者

による種々の越境活動である。これらの越境項目

をコツコツと積み重ねた延長上には、個別計画策

定に関連する事業進捗度項目が散布している。つ

まり事業担当者が越境をどの程度行っていたかが、

個別計画作成の進捗とより強く関連していたと解

釈される。

一方〇項目は、担当者の連結行動に関するもの

で、これらは図１の縦軸（恊働軸）にそって布置

していた。そしてその周辺には、地域住民の防災

意識や共同性に関する・項目が布置し、住民や行

政との協働には、担当者による連結と防災意識に

根ざした地域の共同性に根ざす恊働活動が深く関
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連していることが示唆された。

図１の結果を村野モデルの枠組みから解釈する

と、事業実施担当者が、①腹をくくって越境する

（横軸）、②関係者・組織を連結する（縦軸）、③

その結果として当事者の参画と住民や行政、事業

者との恊働が実現し（右肩あがり補助線の上部）、

個別避難計画作成が進む（補助線の下部）という

パターンで理解できることが示唆された。なお、

2019年度の事業インパクト評価についてはすで

に別稿で報告しているが（立木、2020b、2020c）、

今回の2020年度の評価は、繰り返しの調査で安定

した知見が確認されるとともに、村野モデルをよ

り精緻化したことにより説明力がさらに向上して

いる。

個別避難計画進捗度の横軸、恊働の程度の縦軸

のスケールで30の市町を評価すると、８つの市町

が図の右上に布置し、個別避難計画の作成と併せ

て当事者の参画・地域との恊働が実現していたと

評価された。一方、右下に位置し個別避難計画は

作成されたが、当事者の参画や恊働に課題を残し

た自治体が6、左上には当事者の参画や恊働を大

切にしたが、個別避難計画の作成にまで至らな

かったのが５自治体、残り11の自治体は縦横二つ

の軸のどちらも負と判定され恊働にも課題があり、

図１

多
組
織
の
恊
働

個別計画の作成

A安心防災帳による災害時の生活機能ア
セスメントを実施した

B地域で想定しているハザードを、「あ
なたのまちの直下型地震」などのハザー
ドマップを利用して当事者・家族に脅威

の理解を促した

C災害時ケアプラン調整会議には防災部
局・組織のメンバーと福祉部局・事業者

関係者が同席した

D災害時ケアプラン調整会議に当事者や
家族が参加した

E災害時ケアプラン（個別支援計画）を
策定し、本人または家族の同意を得た

F地域住民の理解と参画のもとに避難訓
練を実施した G見つかった改善点を個別支援計画に反

映し、修正した

①住民組織の役員は地区内の要支援者
の割合や数を把握している

②住民に災害被害への「わがこと意識」がある

③住民が災害についての勉強会を行って
いる

④訓練の主旨が住民に理解されていた

⑤自分が住んでいる土地の…

⑥当事者と家族が自分たちの状況を地域
にオープンにしている

⑦モデル事業は、当事者が地域と関わる
きっかけになった

⑧モデル事業の主旨を当事者や家族が理解
し、主体的に参加している

⑨当事者が家族と一緒に参加している

⑩住民の中に、事業の意図を理解し、上手に住民
を引っ張ってくれるリーダーがいる

⑪住民の中に信望があり、その人が言うとみ
んなが動いてくれる人がいる

⑫住民組織役員の協力体制があり、意識
の統一ができている

⑬住民の中に元々のつながりがある

⑭住民から積極的に質問が出ている

⑮行政が事前準備や根回しをしっかりと
行っている

⑯行政が住民に圧倒されずに、主旨をしっかりと説明し、理解
してもらっている

⑰行政と住民が本音をぶつけられる関係
がある

⑱行政が地域福祉・社協・地域包括支援センターなどへも声
をかけて、地域活動として捉えている

㉑モデル事業に行政と福祉専門職以外に
も、多くの機関が参加している

㉒行政の危機管理部局と福祉部局が協働
している

㉓行政の危機管理部局・福祉部局の両部局とも
すべてのイベントに参加している

㉔行政の中で、危機管理部局と福祉部局
をつなぐ人がいる

㉕住民同士をつなぐ人がいる

㉖行政と住民、多機関をつなぐ人がいる
㉚当該事業のために一緒に動いてくれる同僚

や、人的ネットワークを持っている

㉝当該事業を実施する地域・自治会の選定／当事者の選定に
は、事情をよく知る庁内外の人から情報をもらって、見立てを

した
㉞地域の中で、一緒に動いてくれそうなキーパーソンを

把握し、彼らに協力を依頼した

㊱対象となる当事者・福祉専門職・地域
へ、きちんと説明に行き、理解を得るこ

とに努めた

㊲関係者（庁内・当事者・地域）に動い
てもらうために、まずは自分（自部署）

が率先して動いた

㊳地域住民や自治会役員から、気安く「声をか
ける・声をかけられる」関係性ができている

㊴大事なことは、地域住民、自治会、
当事者などに決めてもらうようにし、
行政は裏方に回って情報共有や根回し

に徹した

㊵当該事業を円滑に続けるために、同僚
と一緒に動いたので、自分が異動しても

継続できる
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事業も進捗していなかった。なお、このような評

価は、点数をつけることが目的ではなく、それぞ

れの市町での課題は何なのか、事業をより前に進

めるにはどこに目を向けたらいいのかということ

を具体的な指標で個別に説明するために活用して

いく予定である。

技量を支える器量：インクルージョン・マネー

ジャーの活動の起点は越境にあることが理論的・

実証的に裏づけられた。それでは、越境を可能に

するのは何か。村野氏には技量を超えた器量とも

形容すべき態度や姿勢が観察された。器量の根っ

こにあるのは、当事者中心の視点である。村野語

録をもう一つ引用すると、「（当事者中心の）ミッ

ションを常に明確に持ち、そこに最短で行ける選

択肢を考え、事細かな技術論ではなく、そもそも

論でやれば大体勝つという戦略を持つ」がある。

当事者中心のミッションの対極にあるのが事務分

掌という考え方である。インクルージョン・マネ

ジャーは「私の仕事は何か」という事務分掌の視

点ではなく、「当事者は何を必要としているか」

という使
ミッション・パッション

命 感と「もし私が当事者であればど

のように状況が感じられるか」という共
コンパッション

感の態

度で活動を起こす。そして越境の際には「使える

ものは何でも使う」ことを重視する。例えば、科

学的根拠や事実、さらには政治的・制度的・社会

関係資本が動員されていた。

制度的資本を確認し社会関係資本を豊か

にすることから始める

本稿ではインクルージョン・マネージャーの技

量や器量を概観したが、そこから導きだされる一

つの結論は、「インクルージョン・マネジャーは

たとえて言うと野球の遊撃手のような存在で役所

が苦手とするものである4」、ならば「適任の人材

を組織内外から積極的にさがし出し、登用すれば

良い」である。そのことを踏まえて、来るべきイ

ンクルージョン・マネジャーの活動のフォロー・

ウィンドをおこすために三つのことを具体的に提

案したい。

第一に、防災部局が主導で高齢や障害福祉ある

いは難病担当の保健部局、そして関連する事業者

の方々が、当事者や利用者宅にはどのようなハ

ザードの脅威があるのかを調べる防災情報マップ

の使い方の講習を防災部局主導で行っていただき

たい。併せて、「あなたのまちの直下型地震」サ

イト5がある。これを活用すると、どれだけ揺れ

るかだけではなくて、その結果として、この地域

で地震が起ると下水はどのくらいの期間使えなく

なるのか、ガスはどうか、といったハザードのイ

ンパクトも見える化できる。この講習会の達成目

標は当事者や家族にとってのハザードの脅威や被

災後の生活支障について福祉や保健の専門職が説

明できるようになることである。

第二に、障害福祉部局からは、障害者差別解消

法上の「行政の合理的配慮提供義務」、あるいは

「事業者の合理的配慮提供義務」、これも今次の国

会で努力義務から義務となる予定である。このこ

とについてぜひ講習をしていただきたい。そし

て、「行政の合理的配慮提供」は福祉や教育だけ

の分野ではなくて、自治体全部局の義務であるこ

と（立木、2016）について、共有化していただき

たい。

第三に、高齢福祉部局主導の講習会である。

令和３年の介護報酬の改定で、事業継続計画

（BCP）の策定が義務化される予定である。介護

保険の入所施設の事業継続計画だけではなく、居

宅介護サービスについても BCP の策定が義務化

される予定である。その話が実は災害時ケアプラ

ンとリンクしているのだと、介護保険サイドから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4 このコメントは、地域安全学会「地域防災促進のための ICT の活用に関する研究小委員会」オンライン勉強会

（2021年３月７日）での、太田敏一・防災リテラシー研究所代表から寄せられたものである。
5 あなたのまちの直下型地震、https://nied-weblabo.bosai.go.jp/amcj/（2021年４月15日閲覧）。
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防災サイド、あるいは障害福祉サイドに事情を共

有化していただきたい。

以上のような各組織に固有の制度、価値や文化、

技術や知識が、神仏習合のように他の部局でも尊

重（習合）されるようにすること。これを通じて

制度的資本の共有と、相互の講習を通じた部局横

断的な社会関係資本の醸成を図る。その中で、適

任人財の発掘を進めて行くという戦略の実践を提

案したい。
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１．大雨時の市町村等の働きかけだけで

は住民の「我がこと」化は限界

大雨時の人的被害の大きさは、その危険を「我

がこと」として捉えることのできる住民の多少に

左右されます。この「我がこと」化という心理

的反応は、「自分に迫っている災害の危険度が高

い」ことを実感した段階でほとんどの人に生じま

す。

市町村が大雨警戒時に行う住民への様々な情報

伝達活動も極論すればこの「我がこと」化を促す

ものということができます。

大雨警戒時、市町村の防災担当者は表１に示し

た警報等に留意するとともに必要に応じて避難関

係情報を住民へ伝達しているはずです。これらの

警報等の発表対象エリアは気象予報技術の進歩に

伴い細分化され、現在では基本的に市町村とされ

ています。それでも、市町村エリアが広い場合又

は局地的な大雨の場合、これらの情報だけで大雨

による災害危険を「我がこと」として捉えられる

住民は限られるでしょう。

このような事情等を反映して、多くの人は「避

地域防災実戦ノウハウ（107）

― 高解像度の危険度、 スマホ、 ハザードマップによる

「我がこと」 化時代の本格的幕開け ―

Blog 防災・危機管理トレーニング
（http://bousai-navi.air-nifty.com/training/）

主　宰　日　野　宗　門
（消防大学校　客員教授）

表１　大雨に関する警報等

大雨に関する警報等 （参考）警戒レベル（注 1）

大雨特別警報（注2） ５

土砂災害警戒情報（注3） ４

大雨警報（土砂災害）（注4） ３

大雨注意報 ２

早期注意情報（注5） １

（注1）2019年５月から運用開始

（注2）2013年８月から運用開始

（注3）2008年３月から全国で運用開始

（注4）大雨警報（浸水害）の危険度分布は直接警戒レベルとは関連付けられていませんが、

「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府）では、水位周知下水道における避難

勧告（警戒レベル４）や避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル３）発令の判断

の参考にすることとされています。（気象庁「大雨危険度」の説明から）

（注5）大雨に関して翌日までの期間に警報級の現象が発生する「可能性が高い」又は「可

能性は高くはないが一定程度認められる」場合
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難関係情報や大雨警報等をあまり重視しない」、

「避難のタイミングをつかめないため様子見す

る」傾向にあります。その結果、しばしば危険な

状況に陥っています。（本連載第99、100回参照）

もちろん、市町村の皆さんは気象庁の「大雨・

洪水警報の危険度分布」のような１㎞メッシュ単

位の情報等を活用し避難情報伝達エリアの絞り込

みを行っているはずです。しかしながら、市町村

の限られた要員と伝達手段（即時一斉伝達手段は

緊急速報メールと同報無線がメイン）で刻々変化

する状況に追随しながら必要なエリアに避難関係

情報を効果的に伝達するのは至難のことです。そ

の結果、市町村の働きかけによる住民の「我がこ

と」化はしばしば不十分に終わります。この構図

は今後しばらく大きく変わることはないと考えら

れるため、このあたりが市町村の限界と言えそう

です。

もちろん、大雨災害が懸念される際には、市町

村以外にも気象庁、国交省、都道府県等から重要

な情報が発せられます。たとえば、気象庁からは

大雨特別警報の緊急速報メール（2015年11月19日

から運用開始）、国交省からは氾濫危険情報・氾

濫発生情報の緊急速報メール（国管理河川全109

水系、2018年５月１日から運用開始）が伝達され

ることになりましたが、これらによる住民の「我

がこと」化の顕著な促進効果はまだ報告されてい

ません。

以上のことから、大雨時に市町村等の行政機関

が住民に働きかけて「我がこと」化を促すことに

は限界があるとの前提で対策を考える必要があり

ます。

２．雨量をベースにした「災害危険度」

の重要性

１を前提とするならば、大雨時に住民が自力で

災害危険を「我がこと」と捉えられる環境を用意

する必要があります。その際、次の点に留意が必

要です。

冒頭で述べたように、「我がこと」化は「自分

に迫っている災害の危険度が高い」ことを実感し

た段階で生じます。たとえば、大雨により「裏の

崖から小石がパラパラ落ちてきた」、「家の前の道

路が川のようになっている」といった災害危険度

の高い事象を確認すれば、多くの人は「我がこ

と」としてその状況に向き合うことになります。

しかし、このような前兆的事象はいつでも知りう

るわけではありません（たとえば、夜間であれば

視認することは困難です）。さらに、この種の前

兆的事象は災害発生の切迫を意味しており、それ

をあてにした対応は危険です。

前兆的事象をあてにせずに大雨時に危険の接近

及び危険度を把握するという問題を解決するため、

長年にわたり研究者・研究機関が雨量を用いた警

戒避難基準（主に土砂災害関係）の算定手法を研

究し一定の成果をあげてきました。おそらく、こ

の種の算定手法を採用している市町村もあるで

しょう。

以上を踏まえると、災害危険度は雨量をベース

に算出されるのが適切であり重要と言えます。

３．信頼性の高い「災害危険度」が「我

がこと」化の大前提－大雨・洪水警報

の危険度分布の高解像度化により信頼

性の高い危険度を獲得－

「自分の近辺で災害危険度が高まっている情報

を入手」したとしても、その危険度の信頼性が低

ければ人々は対応を躊躇するでしょう。この点で

近年大きな進歩がありました。

気象庁においては、災害との相関が良いとされ

ている各種指数（土壌雨量指数：2000年７月、流

№143 2021（冬季）



－50－

域雨量指数：2008年５月、表面雨量指数：2017年

７月）を開発してきました。これらの指数はタン

クモデルを用いて雨量を指数化したものです。そ

して、これらの指数と膨大な災害データとの関係

を統計的に処理（※）した結果を活用して「大雨・

洪水警報の危険度分布」を求めています。

（※）この作業は最新のデータを加えて定期的に実施

されています。

2019年６月に土砂災害の危険度分布が５㎞メッ

シュ単位（※）から１㎞メッシュ単位で表示される

ことになりました。その結果、2017年７月から１

㎞メッシュ単位で表示されていた浸水害、洪水害

を含めた全ての危険度分布で１㎞メッシュ単位の

高解像度化が実現しました。それにより、表示さ

れる危険度の信頼性が各段に高まりました。

また、これらの危険度分布は降水の変化に追随

するため10分毎に更新されており、この点でも信

頼性が担保されています。

（※）５㎞メッシュ単位時代は「土砂災害警戒判定

メッシュ情報」と呼称していました。

なお、この危険度分布は国民のだれもがアクセ

スできる唯一の「危険度」であり、かつ最良のも

のということができます。筆者の感覚的な表現に

なりますが、ここに至ってようやく大雨対策は

「危険性」で対応する時代から「危険度」で対応

する時代に本格的に踏み込んだと感じています。

４．スマートフォンの普及が「我がこ

と」化を後押し

近年のスマートフォンの普及状況は目覚ましく、

内閣府消費動向調査（2020年３月調査）によれば

以下のような傾向がうかがえます（表２参照）。

単身世帯では39歳以下の若者層で100％近くの

普及率（スマートフォンを保有している世帯の割

合）となっています。年齢が上がるにつれ減少し

ますが、60～69歳でも70％近くを占めています。

２人以上世帯では60～69歳でも普及率は90％近く

となっています。また、69歳以下では保有数量が

約200～260％となっており、複数の世帯構成員が

スマートフォンを保有している様子が伺えます。

このように今や国民の大多数がスマートフォン

を保有しています。スマートフォンを使えばどこ

にいても前述の危険度分布にアクセスできます。

そして、スマートフォンのＧＰＳ機能で現在地を

表示させれば自分の近辺の災害危険度を容易に知

ることができます。これにより「我がこと」化は

さらに促進されるでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　表２　スマートフォンの普及状況　　　　　　　　　
（単位：％）

世帯主の
年齢階級

単身世帯 ２人以上世帯

普及率（注） 保有数量 普及率（注） 保有数量

29 歳以下 97.8 110.4 96.5 208.8

30 ～ 39 歳 97.0 110.1 97.4 211.6

40 ～ 49 歳 86.0 101.2 98.1 261.0

50 ～ 59 歳 76.9 87.2 95.5 261.0

60 ～ 69 歳 68.4 74.4 88.6 194.3

70 歳以上 40.8 43.9 65.5 115.7

全　体 64.1 71.3 84.4 192.4

（注）普及率：スマートフォンを保有している世帯の割合

（出典）内閣府消費動向調査（2020年３月調査）
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５．ハザードマップの普及と信頼性の向

上も「我がこと」化を後押し

本連載第104回で述べたように、近い将来、大

部分の浸水危険地域、土砂災害危険地域が「浸水

想定区域」、「土砂災害警戒区域」に指定され、そ

れらを表示したハザードマップはその信頼性を飛

躍的に高めるときが来るでしょう。

この動きに連動するかのようにハザードマップ

を公表する市区町村も年々増えています。

たとえば、土砂災害ハザードマップを公表済

みの市区町村数は、1237（2017年３月末現在）

⇒1280（2018年９月末現在）⇒1347（2019年３月

末現在）と着実に増加しています（表３）。

このような動向を踏まえると、ハザードマップ

は地域住民が当該地域で安心・安全に暮らすため

の必須アイテムとなる時代が間もなく到来すると

考えられます。

なお、前述の大雨・洪水警報の危険度分布は、

危険度と土砂災害警戒区域等や洪水浸水想定区域

等とを重ね合わせることができます。さらに、Ｇ

ＰＳの現在地情報を表示させれば大雨時には地域

住民の「我がこと」化と避難対応等の強力な助っ

人となるはずです。

６．大雨・洪水警報の危険度分布の認知

度向上が課題

３～５の説明でお分かりいただけたと思います

が、高解像度化された大雨・洪水警報の危険度分

布は大雨災害に対抗するために国民に用意された

かつてない最強の武器といえます。

しかし、現時点では危険度分布の国民の認知度

は十分とは言えません。市町村等において防災研

修会や防災ハンドブック等での積極的・重点的な

啓発をお願いしたいと思います。その活動はやが

て大雨時に住民に大きな「行動変容」をもたらす

はずです。

気象庁でも2021年３月から「キキクル」との愛

称を用いて危険度分布の普及啓発に力を入れてい

ます。しかし、防災意識の高低に関係なく広範な

国民への普及を図るには、危険度分布に簡単にア

クセスできる「アプリ」がスマートフォンに「プ

リインストール」されているというのが理想のよ

うに思えます。気象庁には関係方面へのそのよう

な働きかけを期待したいところです。

表３　ハザードマップ（土砂災害）の整備状況

2017 年

３月末現在

2018 年

９月末現在

2019 年

３月末現在

①　土砂災害警戒区域が指定された市区町村数 1487 1535 1607

②　①のうちハザードマップを公表済みの市区町村

数、（　）内は①に対する②の割合

1237

（83.2％）

1280

（83.4％）

1347

（83.8％）

（出典）防災白書（平成30年版、令和元年版、令和２年版）
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１　はじめに

車両に後付けで取り付けることができる、バッ

テリーからの電力を電装部品に安定供給するため

の装置（以下「電圧安定化装置」という。）につ

いては、バッテリーなどの高圧大電流が流れる

配線等に取り付けるため、取り付け方の不備や、

ヒューズが取り付けられていないこと等の原因で

火災が発生している。

今回紹介する火災は、駐車中の軽乗用自動車の

エンジンルーム内に取り付けられた電圧安定化装

置から発生した火災である。この装置は、2011年

に国土交通省から注意喚起が行われるとともに、

製造業者が自主改善を実施しているが、今日にお

いても自動車リサイクル部品店、インターネット

オークション、フリーマーケットアプリ等で流通

しているため、火災事例は継続して発生する懸念

がある。

２　火災の概要

⑴　出火日時　令和２年10月11日20時40分頃

⑵　鎮火日時　令和２年10月11日21時04分

⑶　出火場所　相模原市南区

⑷　被害状況　

①人的被害　なし

②物的被害　軽乗用自動車エンジンルーム内

一部焼損

⑸　気象状況　天候：曇り、風向：北、風速：

0.5ｍ、気温20℃、湿度94％

３　概要

⑴　車両情報

総排気量650㏄の軽乗用自動車（以下「車両」

という。）で、ディーラーで試乗車として使用さ

れていたものを平成27年７月に新古車で購入し、

車両の所有者が、10年前にオートバイや自動車の

部品を取り扱う店舗から新品で購入した電圧安定

化装置を、自ら車両に装着。

１ヵ月点検、半年点検及び１年点検を実施し、

令和元年12月に自動車継続検査を実施しているが

異常は見られなかった。

⑵　火災発生当日の状況

火災発生の日の14時頃に所有者が車両を運転し

ようと思ったところ、バッテリーが上がっており

動かなかったため、購入先のディーラーに来て

もらい、ブースターケーブルでエンジンをかけ、

ディーラーに車両を持ち込み、16時頃にバッテ

リー交換をして16時30分頃に帰宅。買い物のため、

車両を使用して19時頃に出発、19時30分頃に帰宅

した。20時40分頃に近隣住民が車両のボンネット

から白煙が出ているのを発見し、屋外の水道ホー

スで車両のボンネット付近に水をかけ初期消火を

実施。有効な注水に至らなかったものの、自然鎮

火したものである。

◇火災原因調査シリーズ（101）

車両の電圧安定化装置から

出火した車両火災について

相模原市消防局 中　村　慶　樹
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４　見分状況

⑴　現場での見分状況

所有者の敷地内に停められている車両以外に焼

損は認められない。車両の外周部、車室内、底部

に焼損は認められない。（写真１～４）

車両の正面からエンジンルーム内を見分すると、

助手席側のフロントガラス付近に一部焼損が認め

られる。（写真５）

エンジンルーム内のバッテリーを見分すると、

バッテリー本体は金属製の固定具で緩みなく固定

されており、焼損は認められない。バッテリーの

プラス端子には、車両本体からの配線の他に電圧

安定化装置が接続されている。電圧安定化装置は、

金属製のケースと２本の配線から構成され、それ

ぞれの配線は金属製ケースとの接合部から10セン

チメートルの部分が黒く変色している。（写真６）

電圧安定化装置を後日、詳細に見分するため、

所有者の承諾を得て収去した。

写真４　車両底部の状況

写真１　車両外周部の状況

写真２　運転席の状況

写真３　車室内の状況

写真５　エンジンルーム内の状況
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⑵　収去品の見分状況

電圧安定化装置の製造業者立会いのもと、見分

を行った。

電圧安定化装置の形状を確認するため、立会人

から提供を受けた四輪車用の電圧安定化装置のサ

ンプルを確認すると、基板上にはツェナーダイ

オード１個、ヒューズ１個及びコンデンサー４個

が認められる。立会人の説明によると、ツェナー

ダイオードはサージ電圧や静電気から回路を保護

するための機構である。（写真７及び８）

収去した電圧安定化装置を見分すると、金属製

のケースはアルミニウム製で、大きさが長辺8.5

センチメートル、短辺5.4センチメートル、高さ

2.3センチメートルで、溶融が認められ一部焼失

している。（写真９）

アルミニウム製のケースから中身を取り出すと、

灰及び焼損した基板が認められる。（写真10）

灰を取り除き基板を見分すると、基板は合成樹

脂製で、基板上にはヒューズ１個及びコンデン

サー８個が認められるが、ツェナーダイオードは

認められない。配線と基板との接続箇所を見分す

ると、基板には焼失が認められ、配線には溶融痕

が認められる。（写真11）

基板及び２本の配線をアルミニウム製のケース内

に戻し見分すると、ケースの表面及び裏面の両面の

焼失箇所が、配線と基板との接続箇所と一致する。

写真６　エンジンルーム内バッテリー周辺の状況

写真８　サンプルの基板を撮影

写真７　四輪車用の電圧安定化装置のサンプル

写真９　車両から収去した電圧安定化装置

写真10　ケースの中身

消防防災の科学
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５　実験結果報告書

2011年に製造業者は、電圧安定化装置からの出

火を再現した実験結果を、国土交通省へ報告して

おり、その概要は次のとおり。

⑴　目的

バッテリー等の端子の脱着時に、回路の導通、

遮断が起きるが、このときに回路の内部にサージ

電圧というものが発生する。また、サージ電圧は

車両で電気を使用する場合にも発生し、例えばド

アミラーやパワーウィンドを動かすことでも微弱

なサージ電圧が発生している。この実験ではサー

ジ電圧を再現するために電圧安定化装置の基板に

様々な電圧をかけて、どのような条件で炭化導電

路が生成し、発火に至るかを検証したものである。

⑵　交流電圧印加時装置概要

自動車用バッテリー（DC12V）を使用。HID 点

灯ユニットを使用し、AC 変換と昇圧を行い、電

圧を加えた。

⑶　結果

電圧安定化装置のコンデンサーを一部切断し基

板の能力を落とした状態で、静電気のように瞬間

的に交流２万ボルトの電圧が加えられると、抵抗

となる部分が焼損した。さらに上記のような電圧

が繰り返し加えられると、焼損部位が広がり基板

に炭化導電路が生成され、暫く繰り返すと発熱は

観察できなくなり、焼損の広がりは止まった。し

かし、その状態で車両に使用されている直流12ボ

ルトを接続すると、炭化導電路からトラッキング

現象が起き発熱発火に至った。

６　製造業者による自主改善の実施

サージ電圧により炭化導電路が生成するという

実証がされたため、電圧安定化装置へのサージ電

圧を防ぐ目的で、国土交通省と協議の上、製造業

者による自主改善として、サージ電圧を防ぐため

の追加の付属品をユーザーに対して無償で提供し

ている。

７　出火原因の検討

⑴　焼損が認められるのは、車両のエンジンルー

ム内及び電圧安定化装置のみであること。

⑵　電圧安定化装置の基板上にサージ電圧や静電

気から回路を保護するためのツェナーダイオー

ドは認められないこと。配線と基板との接続箇

所は、基板が焼失しており、配線には溶融痕が

認められること。また、アルミニウム製ケース

の表面及び裏面の両面の焼失箇所が、配線と基

板との接続箇所と一致すること。

⑶　所有者の説明では、電圧安定化装置は購入し

てから10年程度経過していること。出火当日に

車両のバッテリーが上がり動かなくなっていた

ため、ディーラーに連絡し、ブースターケーブ

ルでエンジンをかけた後、バッテリーを交換し

ていること。

写真11　灰を取り除き基板を撮影

電圧安定化装置 
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⑷　製造業者の説明では、車両から取り外した電

圧安定化装置は、二輪車用である可能性が高く、

サージ電圧や静電気から保護するためのツェ

ナーダイオードが設置されていないこと。10年

程度前には既に電圧安定化装置からの火災事例

が数十件発生していたため出火を再現するため

の実験を行い、発火に至るための炭化導電路が

生成される過程を、国土交通省に報告している

こと。サージ電圧によって炭化導電路が生成す

るという実証がされたため、国土交通省と協議

の上、サージ電圧を防ぐための自主改善として、

サージブロックという追加の付属品を電圧安定

化装置のユーザーに対して無償で提供している

が、二輪車用のユーザーにはサージブロックを

提供していなかったこと。

８　結論

以上のことから、本火災の出火原因は、サージ

電圧や静電気から回路を保護するためのツェナー

ダイオード及びサージブロックが設置されていな

いために、ブースターケーブルでのエンジンス

タートや、バッテリー交換時等にバッテリーから

生じるサージ電圧が電圧安定化装置に繰り返し加

えられたことで、基板部品及び基板の一部が破損。

これをきっかけとして放電が生じ、基板に炭化導

電路が生成され、配線と基板との接続箇所で、車

両のバッテリーからの電圧によりトラッキング現

象が起き発熱し、合成樹脂製の基板から出火した

ものと判定した。

９　終わりに

本火災の原因は、車両使用者の部品の取り付け

方法の不良ではなく、サージ電圧が電圧安定化装

置に繰り返し加えられたことで生成した炭化導電

路に、車両のバッテリーからの電圧が加えられた

ことによるトラッキング現象が原因であった。

この電圧安定化装置は、冒頭で述べた通り、自

動車リサイクル部品店、インターネットオーク

ション、フリーマーケットアプリ等で現在も流通

しているが、サージブロックと併せて流通してい

ないものも確認される。また、本体のケースに明

確な表記はないため、二輪車用か四輪車用かは容

易に識別できず、回路保護機能としてのツェナー

ダイオードが電圧安定化装置に組み込まれている

か判断できないため、今後も同様の火災が発生す

る可能性がある。

火災原因調査は、類似火災の再発防止を目的と

しており、火災予防施策のなかでも重要な役割を

担っている。この寄稿により、本事案の危険性を

周知するとともに、全国消防本部の皆様方へ車両

火災調査の着眼点のひとつとして、次に繋がれば

幸いである。
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函館市消防本部

感想文

私は、令和２年４月から指導課指導係で勤務していますが、このたび、予防技術検定を受検させていた

だく機会を得たため、知識・技術の更なる向上と、予防技術資格者として認定されるよう、積極的に勉強

に励みました。

防火査察は、習得すべき事項が多岐にわたるため、業務で触れる機会が少ない部分について、理解を深

めることよりも、多くの問題をこなすという勉強をしていましたが、自身の勉強方法に疑問を抱いていた

ところ、消防防災科学センターが主催する予防技術検定受検準備講習会が当市で開催されることになり、

受講させていただきました。

講習会では、よく出題される点を中心に解説され、講師の経験からの話も聞くことができ、問題を解く

ということに限らず、予防業務への理解が深まりました。

受講後は講習の内容から理解する要領を得ることができ、ただ問題数をこなすという勉強方法をやめ、

講師による説明のポイントを参考にして、少し時間をかけてでも問題を理解することに重点を置きました。

結果的に、自信をもって検定に臨むことができ、合格することができました。これは講習会を受講した

ことによる意識改革のおかげだと思っております。

今後も、この講習会で得た理解の大切さを忘れることなく、業務に取組んでいきたいと思います。

予防技術資格者の育成について

受検区分：「防火査察」

所属名　指導課指導係

階　級　消防士長

氏　名　荒　木　彰　浩
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感想文

今回の受検が初めてということで、当本部の今までの合格者の方々にアドバイスを受けたり、テキスト

を借用して勉強していましたが、理解できない部分も多くあったため、上司の勧めもあり、一般財団法人

消防防災科学センター発行のテキストの購入と同センター主催の受検準備講習会を受講させていただきま

した。

講師のポイントを押さえた講義内容と最近の試験の傾向と対策を教えていただき、大変有意義な講習で

あったと感じるとともに、今後の勉強方針をより具体的に決定することができました。そのおかげもあり、

自信を持って受検することができ、無事に合格することができました。

結びに、今後受検される方々の中にもテキストのみで勉強される方もいらっしゃるかと思いますが、も

し理解できないことがあったり、独学での限界を感じたならば、講習会を受講することで、より理解を深

めたり、今後の勉強方針を決定することができると思いますので、講習会が開催されるならばぜひ受講す

ることをお勧めします。

受検区分：「防火査察」

所属名　東消防署指揮係

階　級　消防士長

氏　名　西　川　純　平

受検区分：「防火査察」

所属名　北消防署

　　　　亀田本町支署警備係　

階　級　消防士

氏　名　本　間　駿太郎

感想文

予防技術検定を受検するにあたって、諸先輩方からの助言や資料を活用して問題集を反復して解いてい

く学習を進めていましたが、同じ問題集だけでは出題範囲を網羅できていないのではないかという不安が

あり、検定科目の出題範囲を地道に覚える学習に切り替えました。学習方法で行き詰まっているなか、予

防技術検定受検準備講習会の開催を知り、受講させていただきました。

講習会では、学習テキストの内容を講師の方が詳しく解説する流れで進行され、質問にも丁寧に回答し
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ていただき、非常に有意義な講習でありました。また、テキストは要点となる部分が的確に捉えられてお

り、受講後には以前より効率的に学習を進められました。自信を持って検定当日を迎えられ、無事に合格

することができました。知識だけでなく学習方法も確立することができ、今後受検する方にお勧めしたい

講習でした。

最後に、今回の受検で習得した知識を今後の予防業務に活かし、さらなる知識の向上にも努めていきま

す。合格に向けての手厚いサポートありがとうございました。

受検区分：「消防用設備等」

所属名　守谷消防署

階　級　消防士長

氏　名　鈴　木　慶太郎

当消防本部は、茨城県南西部に位置し、全域が首都50㎞圏にあり、北は下妻市、西は坂東市、東はつく

ば市、南は利根川を挟んで千葉県に面しており、総面積約200Ｋ㎡、人口約16万人の3市（常総市（旧水海

道市）、守谷市、つくばみらい市）にて構成されております。

現在は、秋葉原、つくば市を結ぶつくばエクスプレスの開通により当管内にも守谷駅、みらい平駅が存

在し、沿線開発も進み、人口及び消防需要も増加の一途を辿っております。

当消防本部では、ここ数年多くのベテラン職員が退職していく中、大型施設の建設が年々増加しており、

予防技術資格者の確保が急務となっております。

昨年、実施しました令和２年度予防技術検定試験合格者の感想をいくつか紹介します。

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部

感想文

私は、近年高層・複雑化する防火対象物に対して高度化・専門化する予防業務について消防本部内で一

翼を担えるよう今回予防技術検定「消防用設備等」を受検しました。

受検に対する学習方法は、当初市販されている参考書、問題集を用いて行ってましたが難解で専門的な

用語が多く効率的とは言えませんでした。そこで、消防防災科学センターが発行している予防技術検定学

習テキスト（消防用設備等編）を用いた学習をすることで専門的な設備、建築基準法等に対する教養が深

まり効率的に学習することが出来今回の合格という結果に繋がりました。

最後に、今回の受検で得た消防用設備等に対する基本的な知識を日頃の予防業務に活かし実務を積むこ

とで更に教養を深めていきたいと思います。

№144 2021（春季）



－60－

感想文

この度、私は予防技術検定「危険物」を受検しました。受検科目に危険物を選んだ理由は、日々の業務

にあたる中で、消防吏員が危険物に携わる場面が多く存在すると感じたからです。

例えば、立入検査では、様々な事業所に対し適正な指導をしていく上で、危険物や消防活動阻害物質等

の貯蔵・取扱いに関する知識が必要不可欠です。また、危険物火災が発生した場合は、正しい消火方法や、

危険性を理解していないと大事故に繋がります。私は、予防技術検定に向けての勉強は、今後の消防人生

に大きく活かされると思い、受検を決意しました。

私の受検対策は、まず（一財）消防防災科学センターから出版されている学習テキストを基に、徹底的

に基本を学びました。学習テキストは、危険物の知識が浅い私でも理解しやすく、受検対策のテキストと

しては素晴らしい内容でした。さらに、甲種危険物取扱者試験問題集を利用して、過去問を数多く問いて

いくことで自信となり、無事合格することができました。

若手職員の育成が急務となる現状で、私は後輩たちに予防技術検定の重要性を伝え、正しい知識を持ち、

努力のできる人間になってもらいたいです。そして、より多くの受検者が現れることを望みます。

受検区分：「危険物」

所属名　守谷消防署

階　級　消防士長

氏　名　宮　田　兼　太

受検区分：「防火査察」

所属名　水海道消防署

　　　　北出張所

階　級　消防士長

氏　名　小　野　隼　人

感想文

今回、防火査察を受検しましたが、受検の動機は、高度化・専門化する予防業務を的確に行うため、知

識及び技術を有する必要があると考えたからです。

学習方法は、市販されている問題集を半年前から１日２時間繰り返し解く。その後、予防技術検定の事

前研修で購入したテキストを活用し、問題集の解説のみではわかりづらかった箇所を補足する、という方

法でした。
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実際の予防技術検定は、問題は難しく、問題集のみでは対応しきれていないと感じました。しかし、テ

キストを併用したことにより、無事合格することができました。

今回の予防技術検定で学習したことにより身に付いた知識を忘れることがないように、これからも勉強

を継続し、また、今後の予防業務を通じて知識のみではなく、技術・経験を向上させ、活かしていきたい

と思います。

受検区分：「防火査察」

所属名　守谷消防署

　　　　南守谷出張所

階　級　消防士

氏　名　飯　島　啓　介

受検区分：「消防用設備等」

所属名　つくばみらい消防署

　　　　谷和原出張所 

階　級　消防副士長

氏　名　坂　野　翔　也

感想文

我々、消防職員は定期的に立入検査を実施していますが、私は知識が曖昧なまま立入検査を実施してい

ました。しかし、このままの知識では、適切な指導も出来ず火災予防に繋がらないのではないかと自問自

答した結果、予防技術検定「防火査察」を受検しようと決めました。

予防技術検定勉強に関しましては、予防技術検定学習テキストを熟読し、一般財団法人消防防災科学セ

ンターの講師による講義で重点箇所を教えて頂き、それを基に何度も問題を解き続けた結果、無事に合格

することが出来ました。

今後は、予防技術検定で得た知識を更に深め、「消防用設備等」「危険物」にも合格出来るように勉強を

していきたいです。

感想文

私のテスト対策は、主に予防技術検定学習テキスト（共通科目編・消防設備等編）で学習し、市販の問

題集も数多く解いていくといった方法です。テキストを熟読し、ポイントとなる箇所を重点的にまとめる

ことで、非常に効率的に試験当日まで学習することができたと思います。検定の問題は難しく感じました
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が、無事に合格することができ、自信にも繋がりました。

今回、予防技術検定で得た知識や学習方法を慢心することなく絶えず継続していきたいと思います。そ

して日々、高度化する予防業務に活かしていきたいと思います。

感想文

今回予防技術検定を実施し、率直な感想として受検してよかったなと感じています。予防業務は消防業

務の中でも比較的市民や他の業者との関わる場面が多々ある為、必要な知識や、経験を積む必要があると

感じています。

勉強方法については、ネットのブログ等も参考にしましたが、理解しにくい内容については、学習テキ

ストを何度も読み返し基本を熟読した成果が合格に繋がったと思います。

これからの予防業務に関しては、実際の現場経験が必要不可欠であり、今回の技術検定で学んだ知識を

活かしながら現場経験を重ね日々精進していきたいと思います。

受検区分：「防火査察」

所属名　つくばみらい消防署谷和原出張所

階　級　消防士

氏　名　坂　巻　雄　大

佐倉市八街市酒々井町消防組合

感想文

当消防本部は、消防力の整備指針第32条第３項の規定により消防本部、消防署に予防技術資格者を一人

以上配置することとされていることから、予防技術資格者の人員確保のため毎年計画的かつ積極的に受検

に取り組んでいます。

平成30年度の受検時には、当消防本部公費受検者の合格率が低迷しました。

受検区分：「危険物」「防火査察」

所属名　消防本部予防課

階　級　消防司令

氏　名　大　沼　正　徳
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私は、消防本部予防課で予防技術検定担当事務をしているため、何か合格率が向上する方法が無いか試

行錯誤していると、一般財団法人消防防災科学センターにおいて予防技術検定準備講習会を全国９ブロッ

クで開催されることを知りました。

令和元年度以降の受検対策として、一般財団法人消防防災科学センター講師にご相談させて頂いたとこ

ろ、当消防本部に講師が出張講習をして下さるとの心温まるご回答を頂きました。近隣の消防本部にもお

声掛けし、令和元年度、令和２年度と予防技術検定事前講習会（防火査察科目）を開催することが出来ま

した。

講習内容は、予防技術検定学習テキストをもとに法令解説や立入検査の着眼点などとても解りやすく、

また、学習するポイントなど大変参考になり一緒に受講した職員からも有意義な講習会であったとの感想

が届いております。

講習で学んだこと、テキストや問題集を繰返し学習することにより令和元年度に危険物科目、令和２年

度に防火査察科目を合格することができました。

これからも、積極的に勉強し知識を養い検査等の実務等に活かせるように自己研鑽していきます。

受検区分：「防火査察」

所属名　消防本部予防課

階　級　消防士長

氏　名　海老根　郁　美

感想文

自身の予防業務に関する知識の向上を図るために今回予防技術検定を受検しました。科目は防火査察を

選択し、テキストと問題集を解いて予防技術検定に臨みました。テキストはわかりやすくまとまっており

ましたが、自分で読むだけでは内容を理解しきれていないところもあり、講師に法令等を解説していただ

くことによって理解することができました。

受験対策としては、問題集を繰り返し行い試験問題に慣れるようにしました。試験問題はあてはまらな

いものを選択しなさいという問題が多く出題されており、講師も回答を選択するときに注意するようにア

ドバイスをしていただいたので、問題集を解く時によく問題と選択肢、回答及び解説を読み込むことを心

がけました。

今回この講習を受講したことによって合格することができ、合格できたことによって今後の予防業務に

対しての自信にも繋がりました。これからも絶えず勉強を継続して予防業務に活かしていきたいです。
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予防技術検定受検準備講習会を受講して

私は消防吏員に拝命され三年目で、現在は予防業務に従事しています。これまで各種届出の処理や査察

等で、自分自身の知識不足を痛感することがありました。

当消防本部では、拝命三年未満の職員を対象に、予防の基礎知識の習得を目的とした研修が実施されて

います。しかし、研修の知識のみでは予防業務には対応することが出来ませんでした。

そこで私は、自身のスキルアップの為に、予防技術検定の受検を決意しました。消防防災科学センター

主催の準備講習会は、検定合格に向け、的を絞った講習でした。特に違反処理について理解に苦慮してい

ましたが、講習を通し、違反の発見から公示までの流れを理解することが出来ました。また、講習で配布

された資料は、予防技術検定のみならず、通常の予防業務でも活用出来る程に内容のまとめられたもので

した。

今後は、予防技術検定で得た知識を活かし、違反是正指導や適正な各種届出処理等、予防業務を適正に

行っていきたいと思います。

筑紫野太宰府消防組合消防本部

受検区分：「防火査察」

所属名　太宰府消防署

　　　　警備第２課警備第１係

階　級　消防士

氏　名　松　坂　篤　史

受検区分：「防火査察」

所属名　太宰府消防署

　　　　警備第３課警備第１係

階　級　消防副士長

氏　名　森　　　晶　博

予防技術検定受検準備講習会を受講して

今回、査察での指導や後輩に対する教育を行う上で、適正な指導が出来るか不安があり、予防の知識を

高めたいという思いから、予防技術検定の防火査察を受検しました。

受検するにあたり、当消防本部において、消防防災科学センター主催の受検準備講習会があると聞き、

受講しました。

消防防災の科学
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講習会では、センターから派遣された講師により、予防の基礎から違反処理の流れまで、事例を交えた

説明があり、とても分かりやすく有意義な時間でした。

当消防本部では消防法第５条の３の措置命令の査察研究会を実施しており、消防吏員が命令書を交付し、

違反処理までのシミュレーション訓練を実施しています。予防技術検定を通して違反処理について詳しく

理解することが出来たので、違反を覚知した場合は適正に是正指導を行い、新宿歌舞伎町ビル火災のよう

な悲劇を二度と起こさないように、これからも予防業務に精進していきたいと感じます。

受検区分：「消防用設備等」

所属名　筑紫野消防署

　　　　警備第１課警備第１係

階　級　消防士

氏　名　川　崎　滉太郎

予防技術検定受検準備講習会を受講して

私は平成二十九年度に採用され、その翌年から予防に携わる部署に配属されました。採用三年目で予防

技術検定「防火査察」を合格し、今回は「消防用設備」を受検しました。

今回の受検では、合格率の低い科目ということもあり、一問一問を確実に理解しながら解くように心掛

けました。その中で、実務経験で得た知識はもとより、本部内の査察体制の充実化を目的とした各種研修

の機会を積極的に活用しました。しかし、それだけでは不安が残る部分もあり、消防防災科学センター主

催の準備講習会を受講することにしました。　

講習では、試験に合格するために抑えておきたい項目や独自の学習では見逃していた部分なども知るこ

とができ、合格への大きなきっかけとなりました。

次回は、「危険物」の科目に挑戦したいと考えていますが、実務経験が少ないため理解しづらい部分も

あると思い、今後も当消防本部が主催する予防技術資格者研修やＯＪＴ研修等に積極的に参加することで

知識を身につけ、試験に合格し、予防技術資格者として予防業務に励みたいと思います。

№144 2021（春季）



－66－

嬉しい“公衆化”の現況

後藤新平の「国家衛生原理」の国民への周知徹

底と、そのひとりひとりの自覚を求める PR の方

法はどのように行なわれたのか、とあれこれ想像

しているうちに、目の前でそれを示すような嬉し

い現象が起った。

現在のコロナ禍に対する国民の現象である。

身びいきでなく、率直に言ってコロナウイルス

禍害への政府・自治体・医療関係者の対応策と国

民の受けとめはかなりの成果をあげていると思う。

状況を毎日テレビ報道や新聞でみながら、私は今

回書こうとした、後藤の PR 目的、即ち「日本の

大衆を公衆に変えよう」とした目的は、こういう

状況ではなかったのか、と思いこんだからだ。

多足の規制破りはいても、国民の大層は“３

密”にならないように政府・自治体の要求を守っ

ている。菌と with も心を改めてその気になりホー

ム・ステイ（おこもりぐらし）を実行している。

いちいち書かないが他の要求もほぼ守っている。

そうさせたのは何と云っても現場の医療関係者

たちの時間を忘れた努力であり、40余回断われて

も、なお収容先を求めて走り続ける救急車の努力

である。さらにマスコミではあまり伝えられない

ゴミの収集処理員たちの苦労である。

もちろんこれはわずかな例で、総体的には二宮

金次郎が云った“積小為大（小を積んで大とな

す）”の成果だ。こういう成果はひとりでは生め

ない。ひとりというのは、ひとりのリーダーでも

生めないし、ひとりの参加者でも生めない。誰か

が告げた。

「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのた

めに生きる」

ということが、言葉に出さなくても実践された

からだ。これは４千年の昔、隣りの中国で生れた

孔子のいう「恕の精神」と孟子のいう「忍びざる

の心」の発露なのだ。

「恕の精神」というのは「相手の身になっても

のを考える」ということだ。「忍びざるの心」と

いうのは、「困っている人や弱い立場の人は見る

に忍びない。すぐ手助けをしてあげる」という衝

動を云う。

現在の状況はそんな孔子や孟子の言葉等全然知

らずに、孔子や孟子の求める行動をとった。そし

てこのことは、すでに関東・東北の大地震災害の

時に実現済みである。

２つの地震（津波も）対応で私は東北の子供と

お婆ちゃんの云った言葉が忘れられない。

「身近な所で、できることからやる」

“積小為大”の原点だ。理屈は抜きに恕と忍び

ざるの心を行ないで示す。成果があっても自分で

は人に告げない。これが現在の公衆状況の底流に

なっている良識だ。良識だから知的営為だ。だか

らこそ静かに、しかもいつの間にかコツコツと積

み重ねたのだ。

「国家衛生原理」のＰＲ（二）・後藤新平

作家　童　門　冬　二

連載
講座
第 50 回

消防防災の科学
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しかしどうするばそういう人々を培うことがで

きるのか。世の中には、

①　云わなくてもわかる人

②　云えばわかる人

③　いくら云ってもわからない人

の３通りの人がいる。一番厄介なのは③だ。後

藤新平の性格を考えると、①だけを求め③は苦手

だったのではないか。

名リーダー小早川隆景の PR 手法

現在の状況をみながら、私は戦国時代の混乱の

中で、静かに身近なリーダーシップを発揮した武

将を思い出した。「名将言行録」に出てくる目立

たない人物である。泉下の後藤新平さんが「知ら

ねーな、そんな奴」と云うのなら、かれを含めて

ぜひ紹介したい。公衆化はこういう人のリーダー

シップが積小為大となって進むのだろうな、とつ

くづく思うからだ。

人物は小早川隆景だ。毛利元就の３男で元就の

戦略的人事配置で小早川家へ養子に入った。元就

は陸では中国地方の銀山を支配する吉川家に次男

の元春を養子に入れている。

小早川家は瀬戸内海の水軍だ。と云っても当時

は半分は海賊だ。

なぜ隆景に目をつけたのか。

①　小早川家の家業から海賊業を完全排除した

②　そのために水軍の意識改革に異常な努力をし

た。特に今でいう PR を重視した

③　PR では情報の共有・討論を重んじた。特に

疑問とその解明に多くの時間を使った

④　結果として小早川水軍は海賊色を拭色し、海

峡の水先案内・大坂湾への物流船の警護等の

“公共事業集団”に変質した

⑤　小早川隆景の名は高まった

⑥　しかし父の元就は喜ばなかった。隆景は元春

と共に呼び出され、元就から“三本の矢の教

訓”を受けた。そして「本家を凌ぐ者」として

最初の一本に擬され、ピシッと折られた

という複雑な立場に関心を持ったからだ。そし

てかれの部下指導の言葉に、

「すぐわかったという者にわかったためしはな

い」

「急ぐことはゆっくり書け」

という、一読してすぐ？と思うようなものを見

つけたからだ。

後藤新平さんはおそらく“云わなくてもわかる

部下”を求めたから、自然に“すぐわかりまし

た”という即応タイプを好んだのではなかろうか。

隆景は言う。

「私の話には必ず疑問が湧くはずだ。それもひと

つやふたつではない。そのひとつひとつを時間を

かけて質疑応答のやりとりをし、疑問を完全に消

去してからでなければ、仕事は始めない」

考えようによっては、この言葉は幹部に告げて

いるようにも思える。

海賊色をまず拭色しようというのだから、隆景

の話も最初はパワハラ色・押しつけがましい・む

ずかしい・理屈っぽい等のトーンが色濃かったか

も知れない。

荒くれ者の多い水軍の連中は、聞いただけで

「うっせぇ！」と感じただろう。だから犬の条件

反射的に、

「わかりました！」

と叫んでしまうのだ（つづく）

№144 2021（春季）
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はじめに

近年、集中豪雨や台風等による被害が相次いで

発生しており、また、雨の降り方が局地化、集中

化、激甚化している。これらを踏まえ、国土交通

省は平成27年１月に『新たなステージに対応した

防災・減災のあり方』をとりまとめ、これを受け

て、交通政策審議会気象分科会が同年７月に気象

庁へ２つの基本的方向性を提言している。

①　社会に大きな影響を与える現象について、

可能性が高くなくとも発生のおそれを積極的

に伝えていく。

②　危険度やその切迫度を認識しやすくなるよ

う、分かりやすく情報を提供していく。

気象庁が様々な防災気象情報の改善を行い、新

しい防災気象情報を登場させているのは、この提

言にそった「自らの地域に迫る危険を納得感を

持って把握できる仕組み」を目指しているからで

ある（図）。

１　気象情報の始まりは「警報」

気象情報は、明治16年（1883）２月から天気

図を毎日作成し、「台風が九州にあるので関西が

危ない」などと発表した暴風警報が出発点であ

る。単純なものであったが、それでも効果があ

り、天気予報への要望も強まり、翌年の明治17年

（1884）６月から「全国一般風ノ向キハ定リナシ

天気ハ変リ易シ　但シ雨天勝チ」という、今から

みればあいまいで大雑把な天気予報が始まってい

る。また、昭和９年（1934）９月に京阪神地方に

甚大な災害をもたらした室戸台風をきっかけとし、

防災気象情報の改善の方向性

気象予報士（元気象庁） 饒　村　　　曜

気象情報を生かそう（第１回）

図　気象庁が目指す防災気象情報の方向性（気象庁ホームページより）

連　載

講　座
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気象特報（現在の注意報）ができている。さらに、

昭和22年（1947）のカスリーン台風など、戦後相

次いだ自然災害をきっかけとし、防災を目的とし

た気象情報の種類が増えてきた。

「天気予報は食べ物に当たらないおまじない」

という時代から「弾に当たるので良くない」とい

う戦争の時代をへて、現在の気象情報は少し前か

ら見れば、精度が向上し、きめ細かいものとなっ

ている。これは、気象衛星などの観測技術や、コ

ンピュータの進歩で数値予報と呼ばれる予報技術

が向上したためである。

２　対応する特別警報がない警報

災害を引き起こすような著しい気象を要因とし

ている現象には様々なものがあり、防災気象情報

には多くの種類がある。これを大別すると「特別

警報」「警報」「注意報」「情報」の４種類に分け

られるが、防災活動の中心は「警報」である。　

警報とは、重大な災害が発生するおそれのある

ときに警戒を呼びかけて行う予報で、気象庁では

７種類（大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪・波

浪・高潮）の警報を発表している。このうち、大

雨警報は、特に警戒すべき事項を標題に明示して

「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」

又は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」のように

発表する。また、暴風警報と暴風雪警報分けてい

るのは、暴風が吹くことによる災害に比べ、暴風

に雪がまじると、積もった雪が吹上られて視程が

悪くなるなど、より危険になるからである。

これに対し、特別警報は、警報の発表基準をは

るかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発

生するおそれが著しく高まっている場合に、気象

庁がその旨を警告し、最大級の警戒を呼びかける

ものである。特別警報の種類は６種類（大雨・大

雪・暴風・暴風雪・波浪・高潮）で、洪水警報に

対応する特別警報がない。気象庁と河川管理者が

共同で発表する河川を指定した洪水予報（氾濫発

生情報・氾濫危険情報・氾濫警戒情報・氾濫注意

情報）のうち、氾濫発生情報が特別警報に相当し

ているからである。

一方、注意報は、災害が発生するおそれのある

ときに注意を呼びかけて行う予報で、気象庁では

対応する警報がある７種類（大雨・洪水・大雪・

強風・風雪・波浪・高潮）と、対応する警報がな

い９種類（雷・濃霧・乾燥・なだれ・着氷・着

雪・融雪・霜・低温）の合計16種類の注意報を発

表している（強風は暴風に、風雪は暴風雪に対

応）。

気象災害は、生活の仕方や災害に対する対策な

どで決まるので、同じ強さの現象でも地域によっ

て異なり、時代とともに変わってくる。このため、

「特別警報」「警報」「注意報」発表する地域は予

報技術の進歩とともに細分が行われ、現在は市町

村ごと（東京都は特別区ごと、仙台市東部・仙台

市西部など一部の市町村はさらに細分）に発表基

準が作られている。そして、現象の強さの基準は、

絶えず見直しが行われており、地震や噴火などで

災害が起きやすくなった時は、基準値を暫定的に

下げている。

「特別警報」「警報」「注意報」は有効期限がな

く、いったん発表すると解除するまで維持する。

新しいものが発表された時点では、全て解除扱い

となるので、続ける必要がある場合は、継続とし

て発表となる。例えば、「強風注意報」発表中に

「大雨注意報」のみを発表した場合は、その時点

で「強風注意報」が解除扱いとなるため、「強風

注意報」を続ける必要がある場合は、「強風注意

報更新・大雨注意報発表」となる。

３　防災を目的とした「情報」の主な役

目は予告と補足

気象庁では、気象情報を、発表する地域によっ

て３種類に分けている。まず、全国を対象とする

「全般気象情報」、全国を11に分けた地方予報区を
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対象とする「地方気象情報」がある。北海道・東

北・関東甲信・北陸・東海・近畿・中国（山口県

を除く）・四国・九州北部（山口県を含む）・九州

南部・沖縄の11地方予報区であり、気候学的・歴

史的経緯から山口県の扱いが一般的な概念と違っ

ている。そして、都道府県（北海道や沖縄県では

さらに細かい単位）を対象とする「府県気象情

報」がある。

気象情報には、「大雨」「大雪」「暴風」「暴風

雪」「高波」「低気圧」「雷」「降ひょう」「少雨」

「長雨」「潮位」「強い冬型の気圧配置」「黄砂」な

ど、現象の種類によって様々な種類がある。また、

「大雨と暴風」や「暴風と高波」、「雷と降ひょ

う」のように組み合わせて発表することもある。

防災を目的とした情報には、警報・注意報に先

立って現象を予告し、注意を呼びかける役割があ

る。24時間から２～３日先に災害に結びつくよう

な激しい現象が発生する可能性のあるときに発表

する。

また、警報や注意報の発表中に、その利用価値

を高め、防災対応への支援をより効果的にするた

めに、現象の経過、予想、防災上の留意点等を具

体的に補足する役割がある。中でも、数年に一度

しか起こらないような記録的な短時間の大雨を観

測したときに発表となる「記録的短時間大雨情

報」や、短時間で強い雪が降るときに発表される

「顕著な大雪情報」は、異常な現象が発生してい

ることを迅速に伝え、一般的な警報に対する警戒

よりも強い警戒を知らせるものである。

防災に関するもの以外の情報に、社会的に影響

の大きな天候について注意を呼びかけたり、解説

したりするものもある。例えば、長雨や少雨、低

温など、平年から大きくかけ離れた気象状況が数

日間以上続き、社会的に大きな影響が予想される

ときなどに情報が発表となる。
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１．はじめに

2011年（平成23年）３月11日に発生した東日本

大震災津波は、死者・行方不明者22,303名、住家

の被害は全壊122,005棟、半壊283,156棟など、甚

大な被害をもたらした。（2021年（令和３年）３

月１日現在、消防庁）。

「東日本大震災津波伝承館－いわて T
つ

SUN
な

AM
み

I

メモリアル－」は、2019年（令和元年）９月22日

に開館した県営の施設であり、この未曾有の大災

害の事実と教訓の伝承を目的として、岩手県陸前

高田市の高田松原津波復興祈念公園内に「国営追

悼・祈念施設」及び「道の駅高田松原」と一体的

に整備された。

２．東日本大震災津波伝承館－いわて

T
つ

SUN
な

AM
み

I メモリアル－の使命

岩手県は、津波の常襲地域である。1896年（明

治29年）の明治三陸地震津波、1933年（昭和８

年）の昭和三陸地震津波、1960年（昭和35年）の

チリ地震津波、そして、2011年（平成23年）の東

日本大震災津波と、数十年に一度の頻度で大津波

に襲われ、岩手県での死者・行方不明者は合わせ

て２万７千人にも上る。近代以降の日本におい

て、津波による犠牲者が最も多いのが岩手県であ

り、二度と津波による犠牲者を出さないための取

組を進めていくことは県としての責務である。な

お、2011年（平成23年）東北地方太平洋沖地震に

東日本大震災津波伝承館

－いわて T
つ

SUN
な

AM
み

Iメモリアル－

東日本大震災津波伝承館（いわて TSUNAMI メモリアル）副館長

　熊　谷　正　則

「国営追悼・祈念施設」、「東日本大震災津波伝承館」及び「道の駅高田松原」全景
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よる災害の名称を、政府は「東日本大震災」と定

めているが、岩手県では、津波被害の甚大さに鑑

み「東日本大震災津波」と表記することとしている。

当館は、自然災害の歴史に学び、東日本大震災

津波で得た教訓や、防災・復興に関する先進的な

取組を世界中の人々と共有し、自然災害に強い社

会を共に実現していくことを目指している。自然

災害から未来の命を守るために、世界の防災力の

向上に貢献していくことが使命であり、これまで

にいただいた支援に報いることでもあると考えて

いる。

３．東日本大震災津波伝承館－いわて

T
つ

SUN
な

AM
み

I メモリアル－の展示内容

当館の常設展示は、「命を守り、海と大地と共

に生きる～二度と東日本大震災津波の悲しみをく

り返さないために～」をテーマに、四つのゾーン

で構成されている。

〇ゾーン１「歴史をひもとく」

各種観測・解析データや津波シミュレーション

等により、地震・津波を地球の活動から探り、津

波堆積物を含む地層の剥ぎ取り標本や年表等によ

り、津波災害の歴史と津波対策の歩みを振り返り、

この地で先人たちが育んできた知恵や技術、文化

を見つめ直し、自然とともに暮らすということを

改めて考える。

〇ゾーン２「事実を知る」

被災の現場をとらえた写真や映像、被災した実

際の物、被災者の声や記録などを通して、多くの

尊い命を一瞬のうちに奪い去り、家やまち並み、

そこに刻まれた思い出までも根こそぎ押し流した

津波の脅威、東日本大震災津波の事実を見つめる。

〇ゾーン３「教訓を学ぶ」

東日本大震災津波が起きたその時、人々はどの

ようにこの大災害に向き合ったのか。このゾーン

では、「逃げる」「助ける」「支える」など、東日

本大震災津波に直面した人々の行動をひもとくこ

とで、命を守るための教訓を共有し、一人ひとり

が自ら考え、行動することの重要性を体系的に学

ぶ。

〇ゾーン４「復興を共に進める」

国内外からいただいている多くの支援に対する

感謝の気持ちとともに、東日本大震災津波を乗り

越えて前へと進んでいく被災地の姿を伝える。まゾーン１「地球の活動と地震・津波」展示

ゾーン２「被災物が語る津波の威力」展示

ゾーン３「東北地方整備局災害対策室」展示
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た、動線は「道の駅高田松原」の販売エリアへと

つながり、来館者が復興の今の姿を感じ、身近に

触れることができる場となっている。

４．東日本大震災津波伝承館－いわて

T
つ

SUN
な

AM
み

I メモリアル－の役割

当館は、岩手県における東日本大震災津波の全

体像を伝え、この未曾有の大災害から得た教訓を

今後の防災・減災へ生かしていくための施設であ

り、また、館内には解説員が常駐し、来館者の理

解を助け、防災・減災の行動へとつなげられるよ

うサポートしている。

しかし、東日本大震災津波の事象は幅広く、災

害の様相は地域によって、また、人々が置かれた

状況によっても異なるものであり、当館で伝えら

れることは限られている。当館で全体を俯瞰した

うえで、様々な現地や施設を訪れ、また、語り部

等の話を聞くことによって、より一層、理解を深

めていただきたい。

５．おわりに

当館には、開館以降30万人（2021年（令和３

年）３月時点）を超える多くの方に来館いただい

ている。東日本大震災津波発災から10年の月日が

経過し、今後、震災津波を知らない世代も増えて

いく中、次代を担う子供たちをはじめ、国内外の

人々が当館を訪れ、震災津波について学び、そし

て、その学びが世界中に広がり、未来に受け継が

れていくことを願っている。

ゾーン４「復興を共に進める」展示

解説員による展示解説の様子
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〇　マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震

により発生した東日本大震災から今年３月で10

年を迎えました。この地震により死者・行方

不明者18,425人（令和３年３月９日現在、警察

庁）を数え、岩手、宮城、福島などの太平洋沿

岸では壊滅的な被害を受けております。沿岸部

の交通インフラはほぼ復旧、基幹産業の水産業

の復興に加え、ロボットなど新産業の集積状況

等復旧・復興の様子が報じられております。

一方では、10年を迎えてなお、40,988人の

方々が避難生活（令和３年３月10日現在、復興

庁）を余儀なくされています。

本号の特集では、「東日本大震災から10年」

を取り上げました。

〇　被災者の遺族に支給される弔慰金は、「直接

死」だけでなく被災後一定期間内に死亡した場

合で、市町村により災害関連死として認定され

れば、弔慰金が支給されます。

認定実務を行う市町村では、過去の事例等を

参考に事務処理に当たっているようですが、市

町村間で認定率に大きな差が生じていることが

報道されております。「統一的な認定基準」が

無く、自治体などから、国に基準を設けるよう

要望が寄せられているようですが、現状では大

きな進展はないようです。被災市町村への事務

支援の配慮が必要かと思います。

○　コロナウイルス感染　第３波（１月）のピー

ク時を経て減少に向かい、２月中旬から３月中

旬まで感染者数はほぼ平行に推移していました

ので、感染減少への淡い期待を抱いたのもつか

の間、３月下旬から再び上昇に転じ、第４波の

感染拡大が続いております。４月25日、３度目

の緊急事態宣言が東京など４都府県に緊急事態

宣言が発令されました。

新型コロナウイルスのワクチン接種が順調に

進んでいる国からは、消費再起動のニュースが

伝えられております。早期のワクチン接種が望

まれます。

編　集　後　記

〔本誌から転載される場合にはご連絡願います。〕
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